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英
図
家
族
相
縫
産
制
度
の
沿
革
ー
と
そ
の
枇
合
的
・
経
済
的
背
景

菜園家主主相縫産制度の治事とその魁曾的・経済的背景
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目
。
区
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尽
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言
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動
産
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家
族
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設
定
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一
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ニ
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叫
用
車
陀
移
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の
秘
密
と
信
託
制
度
の
由
服
用
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以
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務
)

(
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土
地
譲
渡
方
法
の
餐
溢
殊
に
切

HVGmgpロ
島
郡
伊
目
。
と

C
D
4
0
ロ
E
H仲
件
。

z
gロ
血
管
長
。
釦

I 

宏伸昨日
O
B
O
E
の
意
義
と
種
類

本
論
文
に
が
、
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
事
項
は
所
謂
明
白
自
由
守

ω
0
3
Z
5
0ロ
仲
若
し
く
は
日
ユ
♀

ω
Z
Z
0
5
0
2

と
栴
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
先
や
英
法
上
の
用
語
と
し
て
の

説
明
し
て
置
く
と
と
は
、
後
述
す
る
共
の
複
雑
た
る
沿
革
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
注
と
と
と
思
う
。

ω02HHmMM己ゆロ仲

の
意
義
を
明
か
に
し
、
更
に
そ
の
主
要
な
る
範
障
に
づ
い
て

関口
nM1nHOUO内山由
mw

∞円即時
U
H

口問。
P

〈
。
H
-
M
O
W
H
Y
ω

∞。
に
依
れ
ば
「
セ
ヅ
ト
ル
メ
ン
ト
」
と
は
、
財
産
の
享
有
を
規
整
す
る
た
め

の
生
存
者
聞
の
相
互
的
取
極
め
及
び
斯
る
享
有
を
規
定
す
る
誰
書
を
い
う
。

法
律
行
儒
と
し
て
の
セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト
は
、
訟
は
「
相
櫨
克
設
定
」
又
は
「
相
櫨
産
設
定
行
矯
」
と
謹
し
、
叉
掛
る
行
慌
の
存
在

と
機
能
と
に
闘
す
る
誰
書
と
し
て
の
意
味
に
於
て
は
「
相
檎
陀
設
定
詩
書
」
と
諜
し
度
い
と
思
ろ
な

た
る
財
産
そ
の
も
の
を
「
相
糟
産
」
又
は
つ
家
産
」
と
呼
ぶ
と
と
と
す
る
。

又
「
相
機
宜
伸
一
設
定
」
の
客
穂

そ
し
て
法
律
行
錦
の
一
積
と
し
て
の
セ
ヅ
ト
ル
メ
ン
ト
を
更
に
詳
細
に
分
析
す
る
と
物
的
財
産
(
河

g戸
早
。
H
V
0
3ご
又
は
人
的

財
産

(pu吋
由
。
口
弘
司
円
。
℃
ユ
ご
若
し
く
は
、
そ
の
曲
見
方
を
、
或
人
の
た
め
に
畢
生
問
、
市
し
て
そ
の
死
後
は
他
の
人
の
た
め
に
結

封
的
に
、
叉
は
最
初
指
名
さ
れ
た
人
の
死
後
相
続
順
位
に
来
る
数
人
の
た
め
に
同
様
危
最
後
的
俸
譲

2
0〈
O
E
C
o
p
)

と
し
て
蕗

介
す
る
と
と
で
あ
る
。



而
し
て
詮
書
と
し
て
の
セ
ヴ
ト
ル
メ
ン
ト
に
闘
し
て
は
、
当
日
5
2
0
D印
u
F
9
4司

TMM叩の
O
P
H
V・
∞
呂
に
は
、
「
セ
ヴ
ト
ル
メ
ン

F

と
は
、
何
等
か
の
土
地
又
は
土
地
に
閲
す
る
何
等
か
の
不
動
産
物
権
若
く
は
権
利
が
、
相
績
に
よ
っ
て
、

一
定
の
期
間
叉
は
何
人
か

の
た
め
に
信
託
に
於
て
存
績
す
る
と
と
を
詮
す
る
準
教
又
は
複
数
の
諮
書
を
意
味
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
た
も
の
は
、
普
通
皆
ユ
2
ω
兄
己
O
B
O
E
(同
定
的
相
醐
堂
開
設
定
)
又
は
明
mw
自己一可

ω
2
2
0
8
0ロ
沖
(
家
族
相
槌
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産
設
定
)
と
稿
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
斯
る
設
定
行
震
は
多
く
、
男
子
又
は
女
子
の
婚
姻
の
際
に
締
結
せ
ら
れ
る
の
で
、
宮
尾
ユ
州
諸
。

マ
M
q
ツ
ヂ
・
セ
ッ
ト
ル
メ
シ
ト

ω早
乙
0
5
0ロ
仲
の
名
が
あ
る
。
そ
の
賓
質
に
於
て
餐
り
は
無
い
の
で
・
あ
る
が
、
唯
婚
姻
相
稽
産
設
定
行
鵡
に
於
て
は
、
一
定
の
財
産

を
妻
又
は
時
と
し
て
、
生
ま
る
べ
き
子
需
の
た
め
に
も
確
保
せ
ら
れ
る
の
が
共
特
徴
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
恥
h
J

妻
の
方
が
夫

ヲ

?
S
H
V
-
E
-
セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト

に
比
し
て
莫
大
友
財
産
を
有
す
る
場
合
に
設
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
律
的
構
成
や
機
能
は
、
家
族
相
槽
産
設
定
の
場
合
と

殆
ん
ど
異
ら
訟
い
の
で
あ
る
。

更
に
兵
躍
的
に
説
明
す
る
と
、
家
族
相
稽
産
設
定
は
、
失
D
如
き
機
構
と
目
的
と
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

H
が
宮
を
得
た
と
仮
定
じ
よ
う
。
彼
は
そ
の
宮
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
家
族
内
に
止
ま
り
、
且
つ
来
る
可
き
世
代
に
が
、
て
父

よ
り
子
に
引
稽
れ
る
様
私
財
産
(
昔
時
に
於
て
は
殆
ん
H
C
文
部
分
は
不
動
産
で
あ
づ
た
〉
を
買
う
。
し
か
し
如
何
た
る
程
度
ま
で

H

の
財
産
相
躍
の
希
望
が
謹
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、

英
法
の
理
論
か
ら
云
え
ば
、

財
産
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則

(
河
口
戸
市
川
何
回
附
印
日
ロ
臼
zm

司

02uo神戸比一
z
m
w
m
)

に
よ
っ
て
、
彼
は
翠
に
、
門
戸
該
の
相
櫨
産
設
定
を
慌
し
た
時
に
生
き
て
い
る
人
K

の
一
生
涯

及
び
そ
の
死
後
二
十
一
年
ま
で
そ
の
土
地
を
拘
束
す
る
(
融
通
の
出
来
ぬ
様
に
す
る
)
と
と
し
か
出
来
危
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

一-.5 -ー

H
は
、
自
分
。
目
的
を
達
す
る
た
め
に
能
う
限
り
の
努
力
を
銭
す
の
で
あ
る
。
部
ち
彼
は
そ
の
長
男
が
二
十
一
才
に
建
し
た
時
に
、

そ
の
土
地
を
自
己
の
家
族
内
に
保
存
せ
ん
と
す
る
目
的
乞
謹
せ
ん
が
た
め
に
長
男
の
協
力
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
是
が
後
に
詳
述
す



設

る
相
櫨
康
再
設
定
(
行
嬬
)
卸
ち
所
謂
同

g
E巳
SHawロ
伸
で
る
る
。
換
言
す
れ
ば
家
庭
設
定
行
震
の
更
新
を
鋳
す
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
に
し
て
、
古
き
イ
ギ
リ
ス
の
家
産
の
大
部
分
が
止
の
永
久
保
全
の
目
的
を
達
し
得
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
・
次
に
冨

R
ユm
m
o
ω
Z
Z
O
B
Oロ
沖
に
於
て
如
何
・
注
る
保
項
が
約
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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論

E
は
将
来
W
と
結
婚
せ
ん
と
し
。
品
開
国
Z
Z

姻
相
稽
産
設
定
譜
書
は
弐
の
如
き
傑
款
を
含
む
の
で
る
る
。

先
や
捺
印
詩
書
に
よ
り
、
最
初
の
受
託
主
た
る

E
L」
巴
が
、
相
櫨
産
設
定
の
保
項
を
、
よ
り
有
効
に
遂
行
す
る
目
的
の
た
め
に
指

定
せ
ら
れ
る
。
共
に
そ
の
相
櫨
産
が
設
定
さ
れ
た
目
的
が
明
瞭
に
一
不
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
A
Y
結
婚
を
申
込
ん
だ
妻
W
に
化
粧
料
(
虫
ロ
ョ
。
ロ
σご
と
し
て
、
例
え
ば
毎
年
二

0
0
ポ
ン
ド
の
額
ー
を
支
揚
う
。
而
し
て
そ
の

の
相
稽
建
設
定
を
矯
さ
ん
と
目
論
ん
で
い
る
と
椴
定
し
よ
う
。
斯
る
場
合
の
婚

額
の
支
梯
は
、

宜
の
杢
財
産
に
劃
す
る
地
代
負
捨
(
】
N
3
5
n
v
m認
。
)
と
稿
せ
ら
れ
る
も
の
を
彼
女
に
興
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、

W

レ
レ
ト
・
チ
ャ
ー
ジ

の
た
め
に
保
謹
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
市
し
て
と
の
地
代
負
捨
に
よ
う
て
、
彼
女
は
非
常
に
強
力
た
地
位
に
在
る
の
で
あ
る
。
何
と

た
れ
ば
、
彼
女
は

H
の
財
産
中
に
あ
る
動
産

(pw吋
moロ
包

n
v白
神
宮
戸
)
に
劃
し
て
、
動
産
私
力
差
押

(
U
U可
2回
)

の
訴
を
提
起

す
る
と
と
に
よ
ヲ
て
、
そ
の
支
梯
を
強
制
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

E
に
土
地
永
久
改
饗
の
責
任
(
F
Y
S
F
B
S件
。
同
巧
E
件
。
、
土
地
K
劃
す
る
永
久
的
段
損
又
は
そ
の
性
質
の

，
叩
引
に
相
種
主
性
設
定
誰
書
は
、

改
一
携
を
毛
色
。
・
と
一
冨
い
、
司

g
色
目
立
。
の
権
利
者
以
外
は
、
霊
吊
君
主
了
乞
居
摘
す
権
利
な
く
、
若
し
之
を
点
て
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
義
務

を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
所
有
者
以
外
の
様
利
者
が
特
別
の
授
植
に
主
っ
て
毛

g
g
を
居
摘
す
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
場
合
を

d
E臣
官
E
V
Pず
宮

内

S

3

4

1

・
9

1

n

Ag田
な
と
稀
す
る
)
を
伴
わ
念
い
不
動
売
物
樺
た
る
畢
生
聞
の
樫
利
を
輿
え
る
。
誌
に
注
意
す
べ
き
は
、

E
は
限
嗣
不
軌
産
物
擦
を
取

得
す
る
の
で
は
友
〈
し
て
、
畢
生
聞
の
不
動
産
物
樺
を
取
得
す
る
に
過
ぎ
た
い
と
ゅ
う
賭
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
永
久
改
饗
に
劃
し



て
責
任
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
財
産
に
封
し
て
非
常
に
充
電
し
た
享
有
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
不
動
産
物
権
の
現
在
の
保

有
者
が
現
在
の
所
、
畢
生
間
り
擢
利
し
か
取
得
し
た
い
と
ゆ
ろ
事
置
は
、
と
の
方
案
に
於
け
る
極
め
て
重
要
な
特
徴
で
あ
づ
た
。

H
が
彼
女
よ
り
も
先
に
死
ん
だ
場
合
に
、
彼
女
の
寡
婦
一
た
る
聞
の
牧
入
部
ち
所
謂
】

O
E
Z
B
(寡
婦
産
)
を

M
L

・4・マネ
l

i

v

b

ト・チャ，ジ

確
保
す
る
た
め
の
規
定
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
是
は
彼
女
の
化
粧
料
の
場
合
と
同
じ
方
法
で
地
代
負
携
に
よ
づ
て
彼
女
の
矯
め
に

共
に

W
に
釘
し
、

確
保
せ
ら
れ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
(
と
の

m
o
z
n
v白
Hmo
は
悌
民
法
上
に
が
、
て
夫

ο管
理
下
に
あ
る
妻
の
財
産
の
取
戻
樺
を
確

保
す
る
た
め
に
、
夫
の
財
産
上
に
法
定
抵
営
権
を
設
定
す
る
の
に
封
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
う
)
。
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第
四
の
保
款
は
、
其
の
婚
姻
に
よ
ヲ
て
生
ま
れ
る
幼
い
子
等
の
た
め
に
備
う
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
目
的
を
充
分
に
建
す

る
た
め
に
、
更
に
二
人
の
遁
加
的
受
託
者
例
え
ば

X
及
び

Y
を
指
定
す
る
の
で
あ
り
、
此
等
の
受
託
者
に
は
、
そ
の
設
定
財
産
に
閲

す
る
長
期
の
賃
借
擢
1
1
1例
え
ば
八
百
年
の
賃
借
権
が
興
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
之
に
よ
づ
て
幼
い
子
等
が
成
年
に
建
し
た
時
に
、

そ
の
生
涯
に
於
け
る
生
計
を
維
持
す
べ
き
金
額
を
取
得
す
る
と
と
を
可
能
怒
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

n
y
メ
シ
グ
ー

第
五
の
保
款
は
、

H
と
W
の
聞
に
生
ま
れ
た
長
男
に
残
飴
樺
と
し
て
、
長
男
に
限
嗣
不
動
産
物
擢
を
奥
ぇ
、
同
時
に
若
し
そ
の
長

男
が
子
孫
無
く
し
て
死
亡
し
た
な
ら
ば
、
他
の
男
子
の
各
々
は
、
年
長
順
に
、
同
様
な
限
嗣
不
動
産
物
楼
を
取
得
す
べ
く
、
市
し
て

男
子
等
が
生
ま
れ
な
か
づ
た
相
場
合
に
は
、
女
子
等
が
、
か
か
る
権
利
を
取
得
す
る
と
と
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
相
稽
産
設
定
謹
書
は
、
若
し
子
が
全
然
生
ま
れ
・
な
い
と
し
た
友
ら
ば
、
そ
の
不
動
産
物
穫
は
、
設
定
者
た
る

E
(及
び
そ
の

相
麗
人
)
に
永
久
に
属
す
べ
き
と
と
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

ー-7 -唱

斯
の
如
き
趣
旨
の
セ
ヅ
ト
ル
メ
ン
ト
を
設
定
す
る
と
と
に
よ
う
て
、
法
律
上
許
容
さ
れ
た
限
度
内
に
止
ま
り
ヲ
L
、
市
も
連
韻
的

な
世
代
を
通
じ
て
、

一
家
族
内
に
土
地
を
保
有
す
る
と
と
を
持
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
財
産
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
を
肱
す
る
た
め



設

に
は
、
相
槌
産
再
設
定
の
方
法
を
用
い
も
仏
と
と
は
、
先
に
一
一
言
せ
る
所
で
あ
る
。

に
は
、
以
上
の
外
に
、
婚
姻
後
に
行
わ
れ
る
相
櫨
産
設
定
た
る

pv印
ゲ
ロ
ロ
宮
古
戸

ω
2
2
O
B
O
E
が

同
M
A
W
吋
日

opmw-qω
立神戸
0
5
0ロ
仲
が
あ
り
、
又
土
地
を
受
託
者
に
譲
渡
し
て
、
趨
嘗
た
時
期

英
法
上
の

ω
0
2
0
5
0ロ仲

-8ー

論

あ
り
、
更
に
人
的
財
産
を
割
象
と
す
る

に
賀
却
せ
し
め
、
そ
の
時
ま
で
の
牧
盤
及
び
買
得
金
に
つ
い
て
数
人
の
た
め
に
櫨
続
的
に
受
益
樺
を
設
定
す
る

ω02ド
HOHHMOロ仲
V
M『

45可
。
片
仲
町

z
a
E円

g
g
も
存
す
る
の
で
る
る
が
、
此
等
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

向
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
於
け
る
り
山
田
。
。
阻
ま
。
ロ
(
財
産
鹿
分
)
及
び

ω
Z
2
0言
。
ロ
同
(
相
糟
産
設
定
)
は
、
賞
事
者
の
死
後
に
於

司

T
N
Y
オ

P
A
-
-

け
る
体
譲
の
矯
め
に
備
え
る
一
方
法
で
・
あ
り
、
従
っ
て
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
の
相
檎
産
設
定
行
震
よ
り
は
、
寧
ろ
そ
の
遺
言
(
者
三
)

に
相
営
す
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
婚
姻
相
櫨
産
設
定
は
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、

夫
婦
財
時
契
約

(
8
5
2
2
0同

自
男
氏
ωぬ
ゆ
)

に
依
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
の
契
約
は
婚
姻
前
で
も
婚
姻
後
に
で
も
締
結
し
得
る
の
で
あ
る
。

米
間
に
於
て
は
冨
REmw旬。

ω
2
2
0
2
0
5
以
外
の
相
檎
産
設
定
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
此
等
の
セ
ッ
ト
ル

メ
ン
ト
は
「
婚
姻
前
契
約
」
の
形
式
で
締
結
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
締
結
せ
ら
れ
る
契
約
の
内
容
も
、
妻
に
封
し
法
律
上
認
め

ら
れ
て
い
る
相
手
方
配
偶
者
の
財
産
に
封
す
る
寡
婦
遺
留
産

204『
O
円
)
そ
の
他
の
樫
利
の
描
棄
を
規
定
す
る
場
合
も
多
い
。
時
と

し
て
夫
婦
は
相
互
の
ヱ
ス
テ
ー
ト
に
劃
す
る
彼
等
の
請
求
権
を
描
棄
す
る
た
め
の
合
意
を
な
す
と
と
が
あ
る
。
殊
に
米
園
の
大
多
数

の
州
に
於
て
は
、
随
分
以
前
か
ら
英
閣
の
冨
ω
号
目
指
O

巧
。

soロ
d
P
3
0
2司
〉
♀
田
の
諸
原
則

i
l夫
婦
別
産
制
ー
ー
を
採
用

し
て
い
る
か
ら
、
宮
号
円
四
回
moω
立
巴

0
2
0ロ
仲
も
一
般
的
に
行
ゐ
れ
て
い
友
い
の
で
ち
る
す

(

1

)

 

埼
島
六
一
郎
氏
英
法
辞
典
、
二
五
九
頁
に
は
苦
言
。
目
。
巳
に
つ
い
て
、
或
一
定
の
防
蓬
(
通
常
土
地
)
に
針
し
て
、
数
へ
が
各
定
め

ら
れ
た
る
順
序
に
従
い
踏
観
的
に
一
定
範
閏
の
擦
利
t
f
一
享
有
す
る
が
如
き
底
分
を
な

τ」
と
又
は
そ
の
鐙
書
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。



増
島
氏
の
「
英
法
辞
典
、
」
は
同
氏
が
我
が
英
治
準
界
に
於
け
る
嘗
宿
と
し
て
そ
の
精
根
を
か
た
む
け
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
英
法
上
の

術
語
に
つ
い
て
も
、
或
程
度
の
統
一
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
法
律
用
語
に
闘
し
て
は
、
な
る
べ
く
同
警
の
謬
に
よ
っ
て
記
述
し
て

行
き
度
い
と
思
う
。
し
か
し
本
穏
に
於
て
、
従
前
適
露
な
き
た
め
、
日
む
を
得
ず
私
の
創
案
し
た
も
の
も
砂
く
な
い
。

(

2

)

 

命
苦
言
。
目
。
ロ
伸
。
=
E
Z
E
p
m
o
"
自
引
を
ず
吋
匹
。

P
5
2
0悼

5
0
-
a叫

S
w
a
p。
吉
伸
。
ロ
品
。
白

v
g
t
u
p白
に
つ
い
て
は

4
2
v
t民
同
国

O回
尉

EH
吋
吋
。
旬

2
g
ω
・
(
m
H
H
F
関門

EHDロ
)
切
・
伊
良
以
下
参
照

英説家族4日経産制j皮の沿革とそのS上合的・経済的背景

II 

∞2
2
0
5
0
E
の
起
源
唱
と
し
て
の
羅
馬
の

∞
ロ
げ
ω円
安
注
目
。
と
虫
色
。
目
。
。

E
E
Z
ω
ロ
呂

羅
馬
法
の
英
法
へ
の
影
響
に
づ
い
て
強
く
之
を
否
定
し
英
闘
の
円
。

B
E
Oロ
戸
別
当
は
大
陀
法
と
闘
係
友
く
殻
建
し
た
も
の
の
如
く

詑
〈
怠
一
者
も
な
い
で
は
な
い
が
、

回
口

n
E自
己
ω
ロ門
H
Z
o
z
m
H
F
列。

EmEFmHd『

mHロ仏

n
o
B
E
Oロ
FmzwMV・
H
S

カ

ノ

ユ

え

ツ

シ

ザ

イ

リ

ア

ン

ズ

従
っ
て
寺
院
法
撃
者
で
あ
り
、
羅
馬
法
翠
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
に
も
一
五
う

が
如
く
、
英
闘
中
世
の
裁
判
官
は
、

大
櫛
伶
侶
で
あ
り
、

英
国
の

ω鬼神
H
O
B
O
E
の
形
成
に
も
、
羅
馬
法
の
影
響
の
あ
う
た
と
と
を
認
め
る
の
が
安
営
で
あ
ろ
う
。
英
闘
相
槌
建
設
定
制
度
の
現
在
の

形
は
可
成
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
斯
様
な
慣
行
の
成
立
に
は
、
少
〈
と
も
ロ

l
マ
の
諸
法
律
制
度
に
暗
示
を
受
け
た
と

と
は
否
定
出
来
ぬ
で
る
ろ
う
。

ω忠
2
0
S
0
5

ωロ
σ目
2
4
7

の
形
成
に
影
響
し
た
も
の
と
し
て
通
常
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
の

5
S
と
虫
色
色

8
5
5
2国
民
ヨ
で
あ
る
。
以
下
此
等
の
二
制
度
を
中
心
と
し
て
簡
明
た
設
明
を
加
え
よ
う
と
思
う
。

ωロ
σ田
2
2
2
0
は
我
園
で
は
、
交
替
指
定
。
或
は
介
立
相
続
等
と
課
さ
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
、

あ
る
人
の
死
亡
に
賞
。
て
、
最

一-9 -

初
に
指
名
さ
れ
た
相
続
人
の
無
能
力
又
は
担
結
の
場
合
に
が
、
て
、
連
続
的
な
相
績
人
の
指
定
を
矯
す
と
と
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
教

人
の
相
積
者
に
連
続
的
に
財
産
の
享
有
を
奥
え
る
近
代
的
方
法
た
る
セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト
に
暗
示
を
奥
え
た
も
の
と
稿
せ
ら
れ
る
の
で



設

あ
る
。

書量

期
間
に
於
て
も
作
り
得
た
の
で
あ
り
、

め
の
脂
血
(
)
は
、
あ
る
範
囲
内
に
於
て
、
英
法
上
の
詔
号
ユ
凶
ぬ
ο
ω
2
2
0
B
0
5
の
模
範
に
な
ヲ
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
上
の
雪
印
(
嫁
資
)
の
設
定
や

【凶O
ロm
H
2
0
H
】
円
。
匂
件
。
門
ロ
ロ
H
V
仲向山田

(
婚
姻
の
溺

-1(}ー

斯
る

ωロ
σ∞Z
Z円
向
。

は
、
遺
言
に
ょ
う
て
の
み
鵠
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
が
、
斯
る
交
替
指
定
に
於
-
げ
る
用
益
的
関
係
は
、
生
存

弐
に
明
，

E
旦
8
2
5日
目
白
ロ
ヨ
は
、
諸
原
的
に
云
え
ば
、

ロ円
Hg
と
の
0
8
2宗門
0
3
よ
り
成
り
、

片山門凶
O
印

は
ロ
ー
マ
で
は
、
形

式
的
約
束
、
奥
え
ら
れ
た
る
捨
保
、
宣
誓
等
の
意
義
を
有
レ
、
時
じ
て
善
意
・
忠
誠
・
信
義
砂
子
の
意
と
危
う
た
の
で
、
ぎ
ロ
同

H
m門凶
ω

も
一
光
来
は
「
よ
き
保
障
の
下
に
」
の
意
で
あ
っ
た
。

8
2
2
5
0
2
は
委
託
す
る
、
信
託
す
る
の
意
で
あ
り
、

虫
色
用
品

8
5
5凶器
a

ロ
ヨ
は
、

「
信
託
せ
ら
れ
た
る
も
の
」
の
意
で
あ
づ
た
。

而
し
て
ロ

1
マ
に
於
て
は
、
と
の
制
度
は
法
律
上
の
意
義
に
於
て
は
、
或
る
人
が
他
人
を
し
て
或
物
を
第
三
者
に
引
渡
す
負
捨
を

負
は
し
む
る
格
意
慮
八
刀
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
受
託
者
を

片山門凶
O

問。。ロロ同戸目的目白円山口国

と
稿
し
、
斯
る
信
託
遺
婚
に
於
け

る
賢
際
上
の
受
益
者
を
片
山
内
凶

a
g
E
B山
片
言
ロ
ω
と
稿
し
た
の
で
あ
る
。

。ω吉
田
(
ロ
呂
町
)
に
依
れ
ば
、
掛
る
信
託
遺
貯
の
制
度
ば
恐
ら
く
、

g
g
E
2の
由
民
自
(
取
引
能
力
)
た
く
、
従
っ
て
相
積
人

に
指
定
さ
れ
る
と
と
も
出
来
な
け
れ
ば
、
受
遺
者
た
る
と
と
も
得
な
か
づ
た
外
人
を
、
相
潰
人
又
は
受
遺
者
と
す
る
と
同
}
の
効
果

を
費
生
せ
し
め
る
た
め
に
殻
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
ゆ
ろ
と
と
で
あ
る
。
従
円
J

て
と
の
方
法
は
初
め
は
何
等
法
律
上
の
債
値
友

き
常
事
者
聞
の
車
友
る
願
望
に
過
ぎ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
方
法
は
、

ロ
ー
マ
市
民
で
あ
ヲ
て
も
、

g日比
Z
ω
(受
領
能
力
)

た‘

rJだ
め
相
棋
人
に
指
定
せ
ら
れ
得
友
い

g
o
-
5
2
(濁
身
者
)
、

。
円
宮
(
無
子
者
)
或
は
不
確
定
人
守
耳
目
。
ロ

8・
z
g
z
g
)

を
し
て
、
相
続
人
又
は
受
遺
者
た
る
と
同
一
の
地
位
を
取
得
せ
し
む
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
に
至
。
た
の
で
、
途
に
は
ミ
の
制
庭



は
遺
一
宮
口
な
き
場
合
に
遺
贈
に
代
る
に
至
づ
た
の
で
あ
る
。
信
託
遺
貯
は
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
見
て
、
長
い
間
何
仙
寺
の
法
律
上
の
効

果
を
生
じ
友
か
0
・
た
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
は
、
事
賓
上
の
慣
行
の
力
に
押
さ
れ
て
、
期
る
制
度
に
法
律
的
存
在
を
認

め
始
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ヂ
ウ
ス
帝
の
時
に
は
、
遺
般
信
託
に
闘
す
る
事
件
。
調
査
の
た
め
の
特
殊
訟
法
務
官
が
設
け

ら
れ
た
。
之
を
司

B
Z。司
g
片山内

H
a
8
5
2
2
S
E
と
稽
し
た
。

信
託
遺
贈
の
制
度
は
、
そ
の
費
生
事
情
に
よ
り
又
そ
の
柔
軟
性
の
故
に
長
い
間
持
模
し
た
の
で
あ
る
が
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
彼
の
時

代
に
於
け
る
遺
贈
(
目
。
尚
昆
ロ

B
V
と
信
託
遺
贈
と
の
間
に
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
(
ロ
・
N
S
1
N
∞ων
、

英図家族中日縫産量制度のi骨革Eその祉曾的・経済的背景

信
託
遺
贈
の
特
色
は
弐
の
諸
結
に
在
る
。

1。

信
託
遺
贈
は
無
形
式
で
わ
り
、
暗
歎
の
意
思
表
示
で
さ
え
よ
い
。

20 

信
託
遺
贈
は
、
遺
言
書
に
よ

ο
て
も
、
又
は
遺
言
に
よ
り
確
認
せ
ら
れ
ざ
る
小
帳
簿

(
g
E
n
E
E
H
W
吉田

Z
2
0ロ
Z
ロ
o
ロ

ゎ。ロ片山門

E
P
2
2
)
に
於
て
も
、
之
を
震
し
得
る
。

3
。

受
託
者
は
指
定
相
積
人
で
も
、
受
遺
者
で
も
無
遺
言
相
麗
人
で
も
構
わ
訟
い
。

信
託
遺
贈
に
於
て
は
、
受
領
能
力

Q
5
8
1
0ロ
白
)
を
必
要
と
し
な
い
。

信
託
遺
賠
は
、
例
外
的
に
な
U
3
2
2含
ロ
O
B
U

部
ち
特
別
審
理
手
績
に
よ
ヲ
て
制
裁
さ
れ
た
。

40 50 

信
託
遺
附
聞
は
、
品
川
テ
ン
語
以
外
の
一
言
葉
で
震
さ
れ
て
も
よ
い
。

ユ
ス
チ
ω

一ア

1
ヌ
ス
帝
に
至
。
て
は
、
遂
に
遺
贈
と
信
託
遺
賠
を
統
一
し
、

ζ

れ
に
闘
し
て
共
通
の
規
定
を
置
く
に
至
。
た
の
。

60 

-11ー

と
の
司

5
0向。。
2
3山田由民
B

の
制
度
の
欧
洲
諸
国
殊
に
芙
・
調
・
悌
・
伊
・
西
等
に
劃
す
る
影
響
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
す

春
木
一
郎

ハ
1
)

儒
帝
法
勝
一
撮
要
霊
要
語
纂
翠
一

O
四
頁
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と
と
か
ら
明
か
左
様
に
、
と
の
場
合
。
苛

2
2
5
0『
E
己
)
は
、

同H
d
M
O

山
口
円
。
ロ
弘
山
件
目
。
口
一
口
。
円
四
HM

目。叶内向凶。
H
H
M

。吋

m
-
m
4
0門司

の
意
味
で
あ
る
。
郎
ち
法
律
的
に
謂
え
ば
、

婚
姻
せ
ん
と
す
る
女
子
の
血
族
が
、

夫
と
な
る
べ
き
者
及
び
そ
の
女
子
に
劃
し
て

H425wgmH・『
s
m
o

何
回

g
g
を
奥
え
た
場
合
に
護
生
す
る
不
動
産
物
樫
で
あ
り
、
夫
婦
が
保
有
し
た
権
利

な
る
文
字
を
別
い
て

は
、
そ
の
雨
者
聞
に
生
ま
れ
た
直
系
卑
岡
崎
の
み
が
之
を
承
櫨
し
得
る
一
一
椋
の
特
別
限
嗣
不
動
産
物
権
(
問
。

2
z
-
宮
山
戸
)
で
あ
る
。

而
し
て
そ
の
特
色
は
、
最
初
よ
り
四
代
聞
は
、
贈
輿
者
に
釘
し
て
忠
誠
の
誓
を
な
す
外
は
、
何
等
の
役
務
を
負
措
し
て
い
な
か
ワ
た

の
で
と
の
名
稿
が
出
た
の
で
あ
る
。
♀

y
o
g
z
z
σ
o
Eぬ
宮
ユ

Z
E
O
吉
伸
v
o
r
c
Z
F
m
oロ
0
3
2
0ロ
丘
町

E
3
0同
吾
包
司

英図家族相脅量産制度の滑草とその祉舎的・経済的背景

ヴ

o
a
o
p
急伸

Z
E
S
M可
出

2
i
g
丘
町
百
円

5
2
F向
日
号
)
・
考
-
巧
・
切
戸
の

w
z
z
s。
〉
円
ロ
。

E
司
・
宮
。

zp山門
は
、
そ

の
著
E

列。
B

M
百
円
、
位
当

m-
ロ
a
n。B
B

。ロ円、
MHd
司
=
℃
・
ロ
∞

以
下
に
於
て
、
と
の
フ
ラ
ン
ク
・
マ
リ
ツ
ヂ
の
制
度
が
、

ロ
ー
マ
の

虫色。山

8
2
5
2
2
5
(信
託
遺
贈
)
の
制
度
に
基
く
と
と
を
説
明
し
て
、
衣
の
如
く
謂
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
で
は
少
く
と
も
遺
雪
一
一
口
が
効
力
を
生
・
ヂ
ベ
き
時
に
於
て
懐
飴
せ
ら
れ
て
治
ら
ぬ
者
に
封
し
て
は
、
遺
一
言
に
よ
づ
て
贈
輿
を
嬬

?
1
7
の
遺
言
者
に
は
そ
の
財
産
を
「
拘
束
す
る
」

E
H
Zロ
ぬ
ロ
qw
す
る
権
能
は
、
少
し
し

す
と
と
が
不
能
で
る
0
・
た
。
従
ハ
J

て、

か
残
さ
れ
て
い
た
か
づ
た
の
で
あ
る
が
、

ロ
ー
マ
人
が
そ
の
死
後
に
至
る
ま
で
、
そ
の
権
力
を
行
使
せ
ん
と
す
る
希
望
は
非
常
に
強

か
っ
た
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
片
山
品
。
向
。
o
S
5
2
8
(
信
託
遺
鱈
)
の
制
度
が
導
入
せ
ら
る
る
や
、
と
の
制
度
を
利

E
g
z
S
M
V
O町
田

Oロ
向
。
(
不
確
定
人
)
又
は

用
ず
る
に
至
。
た
。
市
し
て
と
の
方
法
に
よ
れ
ば

吉田
Z
B日
(
後
生
子
印
ち
遺
言

者
の
死
後
に
生
れ
る
そ
の
子
〉
に
釘
す
る
遺
婚
を
属
す
と
と
を
得
た
の
で
、
世
襲
的
に
そ
の
財
産
を
見
孫
に
傍
え
る
可
能
性
が
生
じ

- 13'ー

た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
後
ハ
ド
リ
ア
I
ヌ
ス
帝
が
不
確
定
人
の
た
め
に
す
る
信
託
遺
婚
を
禁
止
す
る
等
の
と
と
が
あ
っ
た
の
で

ち
る
が
、
ユ
ス
チ
=
ァ
l
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
至
づ
て
大
養
化
を
生
じ
た
の
で
あ
り
、
同
帝
の
下
に
於
て
は
、
信
託
遺
贈
の
可
能
性
を



3定

認
め
つ

L
も、

Z
。〈
-

H

旬。・。・

N
・
に
依
れ
ば
、
斯
る
と
と
を
望
ん
で
い
・
な
か
っ
た
と
と
は
明
か
で
、
斯

ユ
ス
チ
Z

ア

I
ヌ
ス
の

る
信
託
遺
臆
の
方
法
で
財
産
を
世
襲
す
る
と
と
を
、
患
に
四
代
の
間
の
み
有
効
た
る
も
の
と
慌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
と
と
が

訪
中
世
法
上
の
信
託
遺
射
に
よ
る
介
立
相
絞
制
度
の
原
則
と
な
う
た
の
で
あ
り
、
近
代
に
至
る
・
ま
で
、
欧
洲
の
大
部
分
に
行
わ
る
る
に

ー
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
が
英
園
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、
裁
判
官
は
通
常
僧
侶
で
あ
り
、
従
つ
で
あ
る
程
度
に
於

て
、
寺
院
法
単
一
者
粂
羅
馬
法
皐
者
で
あ
っ
た
と
ゅ
う
事
賓
に
鑑
れ
ば
、

3
・mロ
-
2
5円円山内超一
O

に
が
、
て
、
土
地
は
四
代
の
開
設
務
を
莞

れ
る
と
ゅ
う
原
則
も
ロ

1
マ
法
以
来
の
信
託
遺
脂
の
傍
統
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
ゅ
う
と
と
を
述
べ
て
い
る
け
。

g
E・
g
-
o
g
a
c
z
-
出

Edo-
白

g
E
B
E
M
C
E
E
E巴
佳
官
。
院
内
凶

g
国

-
G
g
a
g
S
-
q由
H
i寸

8
・
0
8・句・内申∞・

(

1

)

 

lV 

英
図
封
建
制
下
比
於
け
る
開
ω
E
Z
Z巳
の
費
生

a 

限
嗣
不
動
産
物
樫
と
家
族
相
櫨
産
の
設
定

同州。

5
2
M刊
の
「
英
園
憲
法
」
二
四
九
頁
に
依
れ
ば
、
今
日
に
於
て
も
向
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
土
地
の
三
分
の
こ

以
上
は
介
立
相
績
の
制
度
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
て
い
る
ぷ
、
英
国
の
家
産
制
度
の
具
鰹
的
表
現
は
、
古
き
限
嗣
不
動
産
物

桔
(
開
国

Z
Z
Z山
戸
)
の
護
生
に
於
て
見
得
る
の
で
あ
る
。
前
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
開
田
宮
古
の
制
度
は
封
建
制
の
産
物
で
あ
る
@

一
O
六
六
年
乃
至
一

O
七
一
年
の
ノ
ル
マ
ン
人
に
依
る
英
園
征
服
に
よ
づ
て
、
英
閣
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
に
於
て
最
も
完
全

左
旦
ヲ
最
も
一
般
的
な
封
建
制
度
の
確
立
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
却
ち
一

O
六
六
年
に
ノ
ル
マ
ン
デ
イ
侯
ウ
イ
9
ア
ム
が
英

閣
の
王
位
を
要
求
し
て
之
を
征
服
す
る
や
、
土
地
を
拳
げ
て

Z
2
ω
円
。
五
回
(
園
王
の
土
地
)
と
し
、
そ
の
一
部
を
封
土
(
片
山
忠
君

向
。
ロ
ハ
ど
と
し
て
功
臣
に
分
興
し
、
設
に
ノ
ル
マ
ン
領
主

(
Z
2
2
8
円。『

ε及
び
ノ
ル
マ
ン
荘
園
ハ

2
2
B斜
ロ
冨
自
己
与
の
制

- 14ー



a 

度
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

失
い
で
一

O
八
六
年
に
は
所
謂
ロ
。

Bgamiu『

ωロ
『
〈
ミ
を
行
う
て
土
地
測
量
簿
(
ロ
。

2
2仏
mq

目
当
日
内
)
を
作
成
し
、

荘
園
の
領
主
の
姓
名
、
荘
園
の
規
模
、
借
地
人
の
種
類
、
人
数
及
び
土
地
保
有
欺
態
、
家
畜
の
頭
数
等
を
詳

細
に
訳
査
し
て
課
税
に
封
ず
る
基
本
ム
賃
料
と
し
た
の
で
あ
る
。

斯
く
て
「
国
王
の
土
地
」
は
荘
閤
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
叶
常

B
列
。
恩
師

g
B℃
。
目
。
仏
え

B
R
5吋
と
。
英
国
に

於
け
る
荘
園
制
度
の
起
源
は
、
す
で
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ス
シ
の
時
代
印
ち
西
暦
三
九
五
年
ロ
I
マ
帝
園
分
裂
後
、
第
五
世
紀
の
牛

以
前
か
ら
英
園
に
侵
入
し
て
来
た
調
過
の
北
海
岸
地
方
に
住
ん
で
い
た
グ
ル
マ
ン
の
諸
族
の
立
て
た
七
つ
の
王
閣
の
時
代
に
そ
の
端

英厨家族宇目縫産制度の沿革とその枇曾的・経済的背景

を
費
し
た
も
の
で
、
彼
等
が
北
猫
逸
の
地
方
に
於
て
組
織
し
て
い
た
と
同
様
た
村
落
協
同
盟

(
U
2
Z
O
B
O
E
R
Fえ
ご
的
た
農
村

制
度
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
封
建
的
な
構
作
を
加
え
た
も
の
で
あ
れ
J

た。

ロ。

soza-∞
。
。
日
向
の
傍
え
る
所
に
依
れ
ば
、
ウ
ィ

p
ア
ム
征
服
王
麿
下
の
ノ
ル
マ
ン
人
は
、
ノ
ル
マ
シ
デ
ィ
ー
か
ら

ロ
戸
山
口
a

。
日
吋
(
中
世
ラ
テ
ン
語
の

E
B
R
H青山口
E
J
を
賀
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
征
服
し
た
英
圏
全
土
を

ロJF
m

凶ロ。吋

に
分
割
す
る

と
と
に
着
想
し
之
を
賀
行
し
た
り
で
あ
り
、

SMWロ
。
『
の
敷
凡
そ
八
千
が
創
ら
れ
、
各

smロ
。
司
の
領
主
は
、
通
例
ノ
ル
マ
ン
人
で

あ
る
が
、
彼
等
は
調
査
記
録
さ
れ
た
土
地
に
於
け
る
租
税
と
司
法
に
つ
き
、
或
程
度
に
於
て
責
任
あ
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
自
由
民

も
非
自
由
民
も
、
村
落
も
、
大
村
落
さ
え
も
、
斯
る
組
織
中
に
包
括
さ
れ
都
市
集
閤
の
み
が
除
外
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

冨

go円

斯
く
て

は
中
古
に
於
け
る
英
園
枇
舎
の
構
成
翠
位
で
る
づ
た
。
部
ち
無
数
の
荘
園
が
結
合
し
て
営
時
の
農
業
固
た
る

英
閣
を
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
荘
園
に
於
て
は
領
主
が
そ
の
中
心
で
あ
り
、
之
に
届
ず
る
人
々
は
自
由
農
民
と
隷
属
農
民
の
ニ

-15 -

種
に
分
れ
、
与
の
土
地
は
園
主
自
用
地

(
F
o
E
口。
5
2
D
O
)
と
入
舎
地
(
円
。
三
巧
S
Z
)
及
び
封
奥
地
に
分
れ
、
封
奥
地
は
之

そ
の
他
の
附
岡
崎
地
を
耕
作
す
る

を

町内
OOV。
E
O門
田
(
自
由
保
有
者
)
に
分
興
し
た
の
で
あ
る
。
市
し
て
国
主
自
用
地
の
耕
作
は
、



t誌と

所
の
農
民
の
賦
役
に
依
れ
る
も
の
で
あ
?
た
。
市
し
て
附
属
地
か
ら
は
地
代
を
徴
収
し
、
そ
の
賦
役
を
徴
護
し
、

ず
る
事
項
山
荘
閤
に
於
け
る
役
員
が
管
掌
し
た
の
で
あ
う
た
。

土
地
の
管
理
に
閥

- 16ー

論

V
向
山
凶
ロ

O
円

は
叉
そ
の
附
属
的
権
利
と
し
て
必
守
荘
閑
裁
判
所
(
宮
山
口
。
吋
打
。
戸
門
誌
)

を
開
廷
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る。
従
っ
て
営
時
の
斯
る
荘
園
の
領
主
た
る
貴
族
の
家
庭
に
於
て
は
、
そ
の
枇
合
的
政
治
的
構
成
が
土
地
を
保
有
す
る
と
と
に
依
存
し

て
い
一
た
と
と
は
や
同
然
で
あ
り
、
そ
の
宇
一
裂
な
る
財
産
た
る
土
地
の
細
分
を
越
く
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
苦
心
を
梯
う
と
と
に
な
う
た

の
で
あ
る
。
是
が
英
園
家
庭
制
度
の
起
源
た
る
開
田

5
2
Zロ
(
限
嗣
不
動
産
物
権
)
の
費
生
を
促
し
た
枇
合
的
事
情
だ
ヲ
た
の
で

あ
る
。元

来
英
園
で
は

Z
2
5
M
g
n。ロ
A
ロ
ゆ
え
以
来
‘
土
地
の
所
有
権
は
園
王
に
蹄
届
ず
る
所
で
あ
り
、
園
民
は
土
地
保
有
物
樺
た
る

gzz
し
か
有
し
得
念
か
づ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
身
分
の
意
味
の
拝
見
己
目
よ
り
摂
生
し
た
言
葉
で
あ
り
、
桐
人
の

は
、
彼
が
土
地
を
保
有
す
る
方
法
(
件
。
ロ
ロ
円
。
)
の
種
類
に
よ
ヲ
て
定
ま
う
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば

田
仲
m
H
4
Z
H
国

∞
mw
円
。
ロ
は
∞
ω吋O
D

の
身
分
，

を
有
す
る
が
故
に
切
号
。
ロ
可
と
ゅ
う
問
問

Z
Z
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
元
来
は
性
質
を
示
す
要
素
が
・
次
第
に
量
を
示
す
要
素
に

鑓
化
し
た
の
で
あ
り
、
後
に
は

p
o
m同
旨
ゆ
目
。
と
か
同
O
門
戸
山
内
ゆ
と
ゅ
う
が
如
き
諾
を
附
し
て
阿
国

Z
Z
古

p
o
m由
自
立
。

と
か

同
国
冨
宮
内
。
吋
口
問
。
危
ど
と
稽
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
斯
る
同
帥
宮
古
の
譲
渡
性
に
ワ
い
て
云
え
ば
、
第
九
世
紀
及
び
第
十
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ス
ン
法
に
於
て
は
、

σ
g
w

F
ロ
仏
怒
る
も
の
が
あ
0
・
た
が
、
之
は
J
T

ン
マ
ル
ク
や
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
海
岸
及
び
島
嘆
に
住
め
る
デ
イ
ン
人
の
来
冠
を
期

グ
ル
ー
プ

と
し
て
出
現
し
た
職
業
的
軍
人
階
綾
に
奥
え
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
、
群
の
慣
習
に
よ
れ
J

て
保
有
さ
れ
る
土
地
卸
ち

r
F
Eロ
仏
に
封



し
て
、
王
の
特
許
扶
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
土
地
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
圏
王
は
斯
る
土
地
を
軍
人
に
分
興
し
て
そ
の
領
主
た

ら
し
め
る
と
と
に
よ
う
て
軍
隊
を
維
持
し
得
た
の
で
あ
る
。
と
の
ず

oowEロ
仏
は
そ
の
土
地
の
保
有
者
に
よ
っ
て
、
之
を
自
由
に

譲
渡
せ
ら
る
る
と
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

彼
の
園
王
直
臣

ヘ
ン
リ

1
三
世
は
、

一
二
五
六
年
に
一
の
命
令
を
穫
し
て
、

(↓oロmH
ロ
同
日
ロ
の
ぴ
由
民
)
が
、
彼
の
許
可
な
く
そ
の
相
績
不
動
産
物
樺
を
譲
渡
す
る
と
と
を
禁
じ
た
が
、

「
底
分
の
自
由
」
怒
る
擢

一
三
二
七
年
の
一
法
律

能
を
拘
束
す
る
と
の
最
後
の
開
門
も
、
や
が
て
そ
れ
白
身
打
倒
さ
れ
怠
け
れ
ば
た
ら
な
か
づ
た
の
で
あ
り
、

は
、
単
に
定
期
負
捨
〈
片
山
ロ
σ)
を
支
梯
う
と
と
に
よ
り
、
叶
ゆ
ロ
ロ
耳
目
が
随
意
に
彼
等
の
土
地
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
許
ず
に
至
づ
た
。

英図家族栂総長量制度の沿革とその枇合的・経済的背景

設
に
於
て
貴
族
企
た
る
領
主
は
、
土
地
を
そ
の
長
男
の
み
に
譲
渡
せ
ん
が
た
め
に

E
Z
〉
自
己

F
Z
F
E
2
0内

y
z
σ
0円
ぜ
こ
の

譲
渡
形
式
を
用
う
る
に
至
り
、
そ
の
長
男
の
肉
身
の
子
孫
以
外
に
は
そ
の
土
地
が
偉
譲
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
。
た
。

か
〈
て
長
子
相
韓
法
が
英
国
吐
舎
構
成
の
一
大
原
町
則
と
友
る
に
至
。
た
。

斯
る
慣
習
が
法
的
に
確
認
せ
ら
れ
、
そ
の
強
制
力
を
も
う
に
至
。
た
の
は
、

競
と
し
て
殻
布
さ
れ
た

ω
z
z
z
u
o
u
o
E田
口

oロ
己
主

o
E日5
5
(俊
件
附
臆
奥
に
闘
す
る
法
律
)
又
は
簡
単
に

ω
z
z
z

一
二
八
五
年
エ
ド
ワ
ー
ド
一
三
世
治
政
下
法
律
第

ロ
角
川
口
。
丘
町
と
稿
せ
ら
れ
た
法
律
以
来
の
と
と
で
あ
る
。

の
で而
あ・し
るて
と所
と謂
lま民
、d
m 

F吋ト F千

。 旦
〉。

'"'ト
s::.l s::.l 
ロロ:
p.. ~ 

E が
国車
F に
弓・ そ
rI.I.の

きー選
旬人
譲の
波範
文
園

伺 ι

2i旨
与£刀t
.¥j;'.す
をる
聞に
明 止す
まる♂
ら
と占
と J、
に
真
よ"..

三重
令長
ぷ定
"':!" 0. 

芸霊

zz 
Z子
る
も

h
h

件。
k
F

白
ロ
門
凶
宮
山
田
四
百
四
『
田
Z

近
代
の
法
律
家
は
、
疑
も
な
く

た
る
譲
渡
文
句
を
以
て
作
成
せ
ら
れ
た
臆
興
謹
書
に
直
面
し
て
、

-17ー

「
A
と
そ
の
相
護
人
」
は
、
興
え
ら
れ
た
財
産
の
共
存
者
で
-
あ
る
と
調
う
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
の
法
律
家
は
、
語
句
の

文
法
的
構
遣
に
従
づ
て
分
析
し
、
斯
る
法
律
行
錦
に
依
り
ム
の
相
積
人
達
は
問
題
の
財
産
に
つ
き
、
直
接
的
擢
利
を
取
得
し
た
と
認



設

め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
英
法
の
解
躍
と
し
て
は
、
斯
る
見
解
は
全
く
不
正
確
な
の
で
あ
る
。
士
宮
〉

mHM仏
伊
山
田
町
旦
円
mvu

方
式
は
、
上
越
の
如
〈
封
建
的
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
而
か
も
A
を
暴
生
聞
の
「
不
動
産
物
権
」
の
擢
利
者
た
ら
し
む
る
に
た
る

-18 -

軍首

過
ぎ
ぬ

E

件
。
〉
=
怠
る
表
現
に
反
封
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
A
及
び
そ
の
相
蹟
人
へ
」
た
る
方
式
は
、

A
を
し
て
彼
が
そ
の
土
地
に
封
し
て
有
し
得
る
最
大
の
樫
利
を
A
に
苗
属
せ
し
む
る

に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
郎
ち
そ
の
樫
利
と
そ
限
嗣
不
動
産
物
穫
で
あ
り
J

、
換
言
す
れ
ば
そ
の
受
釜
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
波
せ
や
し

て
、
直
系
た
る
と
傍
系
た
る
と
を
問
わ
や
、
そ
の
す
べ
て
の
相
麗
人
に
侍
り
得
る
物
擢
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
相
積
人
達
は
、
臆
奥

行
混
成
立
の
臆
間
に
於
て
は
何
物
を
も
得
る
と
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
臆
奥
行
属
中
に
含
ま
れ
て
い
る

k
白
ロ
仏
吉
田
町
内
号
田
=

た
る
語
は
、
彼
等
の
観
に
奥
え
ら
れ
た
権
利
の
範
闘
を
明
か
に
す
る
と
と
の
み
に
役
立
う
の
で
あ
る
。
更
に
英
法
上
の
術
語
を
用
う

れ
ば
、
前
に
も
二
回
国
し
た
様
に
、
と
の
文
句
は

E
4
3
a
m
O片
ロ
ヨ
ロ
白
色

OR"
で
あ
っ
て

E4『
o
a
m
。片岡出回
2
v
g
o
u
w
で
は
な
い

の
で
あ
る
け
ハ
第
一
章
第
一
節
。
I
)
A
〉
仰
参
照
〉
。

同
様
に

止
時
。
〉
釦
ロ
a
y
z
v
a
g
o時
E
m
σ
。
弘
司
=

た
る
方
式
は
、

.A
の
子
孫
に
限
っ
て
移
柿
押
せ
ら
れ
得
る
限
嗣
不
動
産
物

権
を
A
に
奥
え
る
と
と
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
如
き
意
味
に
譲
渡
文
句
を
法
律
上
解
す
る
と
と
は
相
首
長
き
年
月
を
経
た
後
の
と
と
で
あ
り
、
之
を
明
か
念
ら
し
め
-
た
の

は
円
、
。
円
。
。
。
w
o
に
よ
り
H

・
moHymwωσ
・〈
Nω
同

W
E
N
-

山
口
口
・
回
・
)

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た

ω
F
巳
芯
司
、
田
口

2
0
(シ
ヱ
リ

l

事
件
)
に
於
て
で
ち
り
、
以
上
の
如
き
解
浬
原
則
を

E
Z
Z
E
ω
宮川口司、白

ngoz
と
稽
し
、
司
法
判
決
又
は
駿
一
衛
上
白
著
作
に

於
て
、
そ
の
成
立
の
時
よ
り
近
代
に
至
る
ま
で
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

CMWO
は
そ
の
報
告
中
に
於
て
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



hhd〈
7
0
ロ
神
宮
O
m
w
p
n
o
m岬。円、

σ司
mHロ
リ
『
ぬ
町
内
件
。
円
。
。
ロ
4
0
M可山口の
O
W
A庁
m
w
r
o
Z
M
M
Hロ

。
叫
同
州
拝
。
。
戸
同
司
Oσ
炉。
-a
川
岸
ロ
白
山
口
片
J70

mmw
口一戸角川ぬ由民一品川。円。。ロ〈
O
可
H
H
D
n
o
m
w
ロぬ田一げ
mHCU
山
田
】
仲
買
岡
山
件
。
弘
、
。
目
白
M
O
円
コ
同
AMQ山hwcu-
一
可
。
門
町
出
口
4FO
円四日
mH4XUH
一
予
件
。
月
岡
山
m
w
p
o
山
門
田
山
口

P

0

2

吉
富
山
-
L
F
O
『
認
可
処
賞
。
当
O

E
∞
。
同
日
吉
岡
山
宮
妥
当
。
同
件
F

o

g

s

F

g

a
ロ
O
伴
者
。
円
仏
国
。
片
岡
冨
2
u
g
o
w
u
H
・

n
o
r
o
w
H
(
)品

(

1

)

 

あ
る
一
小
動
管
脚
判
官
の
存
績
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
効
果
を

当。

z
u
a
r
g
M
T去
。
ロ
と
ゅ
う
の
は
、
譲
綬
詮
書
叉
は
謹
一
吉
田
書
中
に
於
て
、

も
つ
字
句
で
ゆ
め
る
。

英i曇家族相緩産制度の沿革とその枇曾的・経済的背景

と
ゅ
う
の
は
、
期
る
不
動
霊
物
縫
を
取
得
す
べ

L
U
T指
示
す
る
字
句
で
あ
る
。
例
え
ば
土
地
を
A
に
二
十
一
年

・
問
、
更
に
そ
の
期
間
の
鯵
了
後
、

A
の
柑
績
人
等

(
g
k
r
r
z
u
u
)に
、
之
を
輿
え
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
場
合
の
ま
V
2
ぇ.

な
る
語
は
A
の
不
動
産
物
纏
の
存
績
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
〈
し
て
、
前
述
の
期
間
の
終
f
の
際
に
、
描
油
絵
抽
催
を
取
得
す
べ
き
人
を
指
す
の

で
あ
り
、
従
っ
て
、

4
3品
。
片
岡

VHHgvE0.
と
稽
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

J
S
A
}

同
弘
氏
。
崎
市
出
吋
。
vpmo

英
法
上

Mvdzvgo
と
ゅ
う
語
は
、
特
殊
の
意
味
を
も
ち
、
金
銭
を
釣
僚
と
し
て
土
地
を
質
入
れ
る
場
合
の
み
で
は
な
く
、
生
存
者
の
行
活

叉
は
死
亡
せ
る
人
の
這
吉
田
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
を
ゅ
う
の
で
あ
り
、
法
律
上

J
2
0
v
g。吋
3

と
は
(
同
)
島

3
3
0
0
E
E
E件。
me

S
4
ハ
総
議
一
一
一
-
一
回
相
綬
)
(
凶
)
⑦
吉
宮
三
(
復
蹄
)
(
臼
)
宮
崎

t
g国
(
共
同
保
一
位
地
そ
の
他
共
同
分
擁
の
分
割
)
(
串
〉

2
0
-
2
5
0
(入
曾
袋
地
)

以
外
の
何
等
か
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
土
地
を
取
伯
仲
す
る
人
を
ゅ
う
の
で
あ
る
。

一
五
二
九
年
以
後
の
限
嗣
不
動
産
物
権

hυ 一
二
八
五
年
の
「
傑
件
附
捨
奥
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
定
型
的
な
限
嗣
不
動
産
物
権
の
確
立
を
見
た
後
に
も
、
此
の
種
の
物

-19 -

擦
は
費
還
を
免
れ
泣
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
園
王
の
権
力
及
び
利
盆
が
貴
族
の
そ
れ
と
恒
に
均
衡
を
待
ん
と
緊
張
を
積
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。



設

英
閣
の
政
治
史
上
に
於
て
、
最
も
重
要
な
要
素
は
、
開
山
口
ぬ
(
園
王
)
と

H
A
O
Z
H
R
M
『
(
貴
族
)
と
可
。
。
巳
丘
ざ
ロ
(
民
衆
)
で
る

- 20ー

る
。
図
王
は
都
合
よ
き
時
に
は
、
貴
族
と
合
し
て
民
家
を
腿
迫
し
、
又
貴
族
も
都
合
悪
し
き
時
に
は
園
王
と
手
を
切
。
て
民
衆
と
並
ハ

論

に
閏
王
に
封
抗
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
場
合
に
は
、
貴
族
は
民
家
に
封
す
る
報
酬
と
し
て
選
挙
権
等
を
興
え
た
の
で
あ
る
。

上
越
の
如
く
、
限
嗣
不
動
魔
物
権
は
、
甚
だ
貴
族
的
色
彩
強
き
制
度
で
あ
る
が
、

一
五
二
九
年
以
来
、
議
舎
は
闘
王
と
貴
族
と
の

聞
に
結
ぼ
れ
た
保
約
の
形
式
で
現
わ
れ
た
積
々
の
提
案
を
受
理
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
傑
約
は
こ
う
り
部
分
を
含
ん
で
い
た
。

そ
の
第
一
の
部
分
は
極
端
に
大
臆
た
も
の
で
あ
り
、
唯
一
一
躍
の
物
権
印
ち
無
制
限
相
績
不
動
産
物
樫

Q
S
即
日

5
1
0
)
の
み
を
存

き

以
上
の
爵
位
又
は
そ
れ
以
上
の
爵
位
を
有
す
る
王
園
の
貴
族
の
痛
め
に
す
る
も
の
を
除

一
切
の
限
嗣
不
動
産
物
樫
が
鹿
止
さ
れ
た
の
で
る
る
。
此
等
の
貴
族
の
み
は
彼
等
の
私
領
地
を
限
嗣
不
動
産
物
樺
と
し
て
移
轄

し
得
た
の
で
あ
る
が
、
此
等
の
土
地
は
閤
王
の
許
可
を
得
れ
ば
譲
渡
し
得
友
い
も
の
に
す
る
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

回
mw吋
O
ロ

績
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
印
ち

又
そ
の
第
二
の
部
分
は
、
貴
技
の
た
め
に
残
さ
れ
た
例
外
的
制
度
の
代
償
と
し
て
、
貴
族
等
は
園
王
の
弱
め
に
封
建
的
な
各
種
。

租
税
を
再
び
設
定
す
る
と
と
に
閲
す
る
一
聯
の
諸
規
定
に
同
意
を
典
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
規
定
の
主
要
た
る
も
の
は
、
土
地
保
有

ヱ

グ

イ

タ

フ

ル

・

エ

弐

テ

1
ν

に
伴
う
封
建
的
負
捲
〈
F
n
E
O一
口
仲
間
え
吋
め
ロ
ロ
吋
ぬ
)
り
が
「
衡
平
法
上
の
不
動
産
物
権
(
信
託
物
擦
・
衡
卒
法
上
の
買
民
権
等
を
指
す
)
」

に
も
「
普
通
法
上
の
不
動
産
物
樺
(
大
陸
法
上
の
所
有
様
・
賃
借
物
搭
等
に
相
賞
す
る
も
の
ど
に
も
課
せ
ら
る
べ
き
と
と
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
づ
用
。

街
営
時
及
び
そ
れ
以
後
百
年
に
近
い
間

E
d
m
o
u
u
が
家
族
相
櫨
産
設
定
の
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
-
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
有
効
怠

る
が
岱
め
に
は
、
円
。
c
Z
え
円
。
5
2
0ロ
2
0訟
の
特
別
の
「
帳
簿
」
に
記
載
さ
れ
る
と
と
を
保
件
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

円
J

て
限
嗣
不
動
産
物
権
の
あ
ら
ゆ
る
取
得
者
は
、
そ
の
占
有
と
捺
印
移
轄
謹
書
の
引
渡
が
あ
る
時
は
、
そ
の
不
動
産
の
存
す
る
土
地



の
小
敦
舎
匿
の
薮
舎
に
が
、
て
「
最
も
多
〈
の
人
が
出
席
し
て
い
る
様
な
時
に
」
宜
伸
仲

m
c
n
y
o
q
B
0
2
5
2
Z
H
M
g
z。
仏
。

官
2
0ロ
仲
〉
と
の
移
轄
謹
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
た
か
づ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
問
題
の
土
地
の
所
在
す
る
伯
爵
領
の
首
都
に
於

.
て
登
記
す
る
と
と
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
矯
め
に
従
来
相
櫨
産
の
設
定
や
土
地
譲
渡
の
際
に
周
旋
し
た
り
、
移
轄
謹
書
の
作
成
等
に
従
事
し
て
い
た

cuss。ロ
EB

4

ミ
2
0職
業
は
↓
全
滅
す
る
と
と
と
た
り
、
叉
種
k

の
政
治
的
・
社
合
的
理
由
か
ら
家
族
相
櫨
産
の
設
定
を
秘
宿
に
す
る
と
と
を
欲

英図家族才日縫産i!lIH支の浴車左その魁舎的・経済的背景

し
て
い
た
貴
族
連
は
、
之
を
彼
等
が
最
も
嫌
悪
し
て
い
た
公
示
に
綻
は
し
め
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
と
と
と
な
り
、
園
王
に
賀
す
る
反
動

は
、
此
等
二
重
の
方
面
か
ら
生
歩
る
と
と
に
な
0
・た。

筒
抜
に
附
一
言
す
べ
き
は
、
後
に
も
詳
述
す
る
如
く
、
土
地
な
る
固
定
財
産
の
融
通
性
拘
束
を
議
防
す
る
た
め
に
、
財
産
永
久
拘
束

禁
止
の
原
則
(
河
己
o
m
wぬ
白
山
口
洋

p
s
u
E丘
2
0
が
護
達
し
て
、

一
八
三
三
年
に
至
り
、
大
法
官
に
よ
っ
て
「
或
財
産
底
分
行
震
を

以
て
、
そ
の
底
分
の
時
に
現
存
す
る
人
の
死
後
更
に
二
十
一
年
を
超
ゆ
る
長
年
月
の
問
、
何
人
の
結
釘
的
権
利
と
も
た
り
得
ざ
る
が

如
き
未
必
的
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
、
と
の
未
必
的
権
利
を
最
初
か
ら
無
効
た
り
と
な
す
原
則
」
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
る
に
至
。

た
が
、
と
の
原
則
も
限
嗣
不
動
産
物
穫
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
の
で
る
る
。
そ
れ
は
限
嗣
不
動
産
物
権
の
現
宜
的

権
利
者
た
る
筆
生
間
の
権
利
者
(
叶
O
ロM
H

ロ
伴
内
宍
口
問
。
)
は
、
そ
の
資
格
に
於
て
斯
る
限
嗣
物
権
を
鹿
除
し
得
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、

セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト

叉
事
宜
上
「
相
櫨
産
再
設
定
」
の
慣
行
に
よ
ラ
て
、
前
同
の
設
定
に
よ
っ
て
限
嗣
物
樫
者
と
な
っ
た
長
男
が
成
年
に
謹
し
た
後
、

畢
生
聞
の
権
利
者
(
通
常
設
定
者
)
の
同
意
を
以
て
、
限
嗣
不
動
産
物
樫
を
慶
除
し
て
、
大
陣
法
上
の
所
有
権
に
設
営
す
る
回
出

Z
Z

01  
- N< ー

の
権
利
を
得
、
そ
の
時
の
欺
況
に
感
じ
て
、
信
託
の
保
項
を
改
訂
し
た
相
櫨
産
再
設
定
詮
書
を
作
成
し
、

之
に

spot出向ヨ℃目。

基
い
て
、
先
の
家
族
相
櫨
産
と
内
容
に
於
て
は
ほ
と
ん

E
同
様
た
る
再
度
の
財
産
庭
分
を
た
す
が
故
で
あ
る
べ

必t



設

命
更
に
東
洋
の
族
主
地
制
度
と
比
較
し
て
興
味
を
費
え
る
の
は
、
英
閣
に
於
て
匂
州
HS山守

ωえ件
H
O
B
O
E
が
設
定
さ
れ
る
に
は
、

- 22ー

ご
う
の
場
合
が
存
ず
る
の
で
あ
り

20 

は
、
上
速
の
如
く
、
土
地
保
存
者
の
意
思
の
み
に
よ
づ
て
設
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

は
、
勅
許
又
は
議
合
の
法
律
に
よ
ヲ
て
設
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

諭

10 沼
二
の
聞
知
、
に
属
す
る
相
檎
産
の
設
定
の
場
合
に
於
て
は
、
セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト
は
現
在
の
占
有
者
の
底
止
権
に
は
服
さ
た
い
の
で

あ
り
、
従
づ
て
絶
封
的
に
永
久
的
の
も
の
で
る
る
と
ゅ
う
と
と
で
あ
る
。
従
う
て
財
産
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
に
も
抵
備
す
る
と
と

は
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
替
の

HG-Bロ可

ω
o
E
0
2
0口
一
件
の
貰
例
と
し
て
は
、

円。ロ
m
v
及
び
そ
の
子
孫
に
奥
え
ら
れ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ヤ

1
の
担
。
口
町
立

2
3
h
w
品
〉
ロ
ロ
。
、
の
-

T

A

H

〉
ロ
ロ
・
。
・
A
H
U

一
七

O
四
年
プ
レ
ン
ハ
イ
ム
の
戟
功
に
よ
り
、
り
口
付
。
。
片
宮
内

q
g。，

山
口
色
町

kv
ロロ
P
。
.
ど
や
ウ
オ
ー
ダ
ー
ロ
の
戦
功
に
よ
り
、
議
舎
に
依
っ
て
口
口
付
。
。
同
君
。
ロ
山
口
町
立
。
ロ
及
び
そ
の
子
孫
に
奥
え

ら
れ
た
ハ
ム
プ
シ
ヤ

1
の

ω可
丘
町
民

o
E
g
m
o
(邑
・
。

g
-
p
n
-
g
u
b
の
g
-
ω
n
L
H
T
g
a
E
の
2
・
ド
。
・
己
批
Y
を間帯

げ
る
と
と
が
で
き
る
の
。

と
れ
は
朝
鮮
に
於
て
勲
功
に
ょ
う
て
輿
え
ら
れ
た
位
土
や
功
臣
田
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
剥
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

大
正
二
年
七
月
二
十
九
日
、
総
監
回
答
、
葉
集
一
五
一
一
良
に
も
「
世
室
ノ
園
男
、
王
子
、
駒
馬
タ
リ
シ
人
・
踊
庭
配
享
人
・
親
功

臣
・
文
廟
従
享
人
共
他
不
純
ノ
典
ヲ
受
ケ
グ
ル
者
ハ
代
ヲ
限
ラ
ズ
洞
祭
ヲ
錦
ス
」
云
k

と
謂
づ
て
い
る
。

(

2

)

 

此
等
の
封
建
的
負
携
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
田
中
和
夫
「
英
法
概
論
」
一
一
七
頁
以
下
参
照

kr
ロ
弘
司
恥
出

2
Z
Pロ
P

F
四
国
間
面
白
』
宮
田
宮
仲
E
E
Cロ
同
三
塁
向
。
宮
崎
P
B巳目。
h
F
国
間
宮
山
g
U
F
O
m
z
M
J
P自
己
吋
苦
言
。
目
。
Em--
同v
・
戸
∞
印
。
仲

ハ
1
)



a同】
F4
・

(

3

)

 

害
出
。
民
同

g
m
a
p
p
z
b
r
ロ司。広

C
E
H
C
O
B
宮
芯
-
z
a
E
0
2
5
5
5
H
4・M
V

・
詰

azz-u，巧同
H
P
Z
E
-
m
F
P当
E
H
T

g
ロハ言。】
S
E
E
S
U・
明
言
-

V 

相
繕
産
設
定
の
近
代
的
形
式
の
費
端

家
族
相
櫨
産
が
近
代
的
色
彩
を
帯
び
る
に
至
。
た
と
と
、
殊
に
の
。
ロ
片
山
口
ぬ
O
ロ
仲
間

ggzao円
(
未
確
定
残
余
権
)
を
そ
の
設
定

英図家族栂縫産制度の治主主とその枇合的・経済的背景

読
書
中
に
挿
入
す
る
に
至
。
た
と
と
と
、
ク
ロ
ム
ウ
ヱ
ル
の
共
和
政
・
王
政
復
古
・
第
二
革
命
共
む
他
の
内
観
の
相
次
い
で
勃
裂
し

た
と
と
と
は
闘
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

既
に
第
十
五
世
紀
の
末
棄
に
は
中
世
的
世
界
は
泊
誠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
書
復
興
及
び
宗
教
改
革
と
共
に
生
活
保
件
は
一
大

饗
革
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
土
地
の
耕
作
方
法
も
近
代
化
し
始
め
た
し
、
取
引
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
て
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
無

は
租
か
へ
り

教
の

3
σ
oロ
ロ
仏
(
反
動
)
を
件
。
た
蓄
積
戟
争
の
結
果
、
戦
前
の
勢
力
者
た
る
土
地
貴
族
に
劃
し
て
主
樫
に
よ
る
土
地
の
浸
牧
が

行
わ
れ
、
感
し
い
土
唱
が
新
し
い
土
地
貴
族
の
手
に
入
る
と
と
に
な
う
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
一
切
の
政
治
的
・
経
済
的
要
因
は
、

一
般
に
中
世
の
封
建
時
代
よ
り
は
遥
か
に
大
き
い
物
質
的
及
粧
曾
的
不
安
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
不
安
定
性
を
救
済
す
る
た

・
リ
メ
シ
グ
1
ス

め
に
、
家
族
は
新
た
た
る
武
器
を
必
要
と
す
る
に
至
。
た
。
そ
の
法
律
的
武
器
の
一
。
と
し
て
「
残
余
権
」
を
最
も
頻
繁
に
且
ヲ
最

も
巧
妙
に
利
用
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
裁
判
所
を
し
て
屡
々
解
決
し
難
い
諸
問
題
に
直
面
せ
し
め
た
の
で

ー・ 23-

あ
る
。即ち
明
，
M
H

自
己
一
『

ω
2
2
0
5
0
己

に
が
、
て
は
、

一
六
五

O
年
ハ
グ
ン
パ

1
の
鞍
で
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
寧
を
破
。



設

た
年
)
頃
か
ら
、
・
次
の
如
き
慣
行
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

却
ち
家
族
相
櫨
産
を
設
定
す
る
場
合
に
、
あ
る
人
(
と
れ
ば
婚
姻
の
際
に
設
定
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
多
く
夫
で
あ
る
か
ら
、
之
を

H
と
し
よ
う
)
耳
に
畢
生
間
の
不
動
産
物
樫
を
奥
え
、
女
に

E
の
畢
生
聞
の
不
動
産
物
擢
の
存
在
す
る
問
、
受
託
者
巴
m
H
及
び
そ
の

- 24-

百命

相
続
人
建
に
信
託
的
に
〈

g
Z島
問
。
Bmw山
口
弘
司
(
確
定
的
残
余
樺
)
を
奥
ぇ
、
失
に

E
の
長
男
C
、
そ
の
叉
長
男
D
等
に
順
次
に

の
O
ロ
ロ
ロ
moロ
仲
河
O

E
包
ロ
品
。
吋
(
未
確
定
残
余
樫
)
を
興
え
る
と
と
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
何
が
故
に
数
人
の
受
託
者
及
び
そ
の
相

績
人
に
確
定
的
建
余
樺
を
輿
え
る
か
と
い
え
ば
、
之
は
H
の
長
男
C
等
の
有
す
る
未
確
定
残
余
樺
を
保
存
ぜ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
営
時
。
。
ロ
江
口
ぬ
O
ロ片岡州
0
5白
山
口
宏
一
円
は
、
未
だ
後
世
の
如
く
一
一
樫
の
将
来
物
樫
と
認
め
ら
れ
る
と
と
な
く
、
将
来
あ
る

事
件
が
費
生
し
た
時
に
権
利
を
取
得
す
る
可
能
性
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
う
た
の
で
、

E
の
有
す
る
開
え

E
o
r門
口
同
町
(
筆

生
聞
の
不
動
産
物
樫
)
が
官
時
の
枇
舎
に
於
て
行
わ
れ
た
王
樫
に
よ
る
浸
牧
(
謀
反
を
理
由
と
す
る
)
又
併
合
(
目
。
円
ぬ
の
ご
に
ょ
っ

介
立
的
伝
受
託
者
を
挿
入
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
畢
生
聞
の
物
権
者
が
犯
罪
と
た
る
べ
き
行
協

2
2
2。ロ

ト
ヲ
ス
テ
ィ
ー
ズ

す
)
に
依
っ
て
そ
の
ヱ
ス
テ
ー
ト
を
失
う
と
き
は
、
受
託
者
等
は
、
彼
等
の
と
見
。
自
白
山
口
仏
q
H
v
d
門
日
比
g
i
o
u
u
〔
他
人
の
(
と

て
治
蹴
す
る
と
き
は
、

H
の
長
男
容
に
輿
え
ら
れ
た
未
確
定
残
余
樫
も
亦
消
滅
す
る
と
と
に
た
る
の
で
、
斯
る
危
険
を
避
け
る
た
め
、

と
な
る
ぺ
き
重
罪
を
指

と
で
は
、
『
o
p
m吉
伸
同
O
門
口
向
。
の
)
畢
生
聞
の
残
余
樫
〕
に
よ
ハ
J

て
、
直
ち
に
そ
の
財
産
の
占
有
を
得
、

H
の
長
男
C
等
の
未
確
定

残
余
樫
の
支
柱
と
し
て
役
立
づ
と
と
に
友
る
の
で
あ
り
、
畢
生
聞
の
物
樫
者
の
死
亡
に
至
る
ま
で
、
そ
の
役
割
を
果
す
と
と
に
た
る

¥
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
仲
介
的
「
残
余
樫
者
」
た
る
受
託
老
の
残
余
樫
が

〈

g吉
弘
(
確
定
的
)
?
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
と
ゅ
う

の
は
、
も
し
と
の
残
余
楼
が

向日。ロ仲山口ぬ
O
ロ件

だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
家
族
相
糟
産
設
定
書
中
に
含
ま
れ
て
い
る

。。ロ片山口ぬ
O

コ門

円
。
白
色
ロ
円
宮
内

の
上
に
、
之
と
同
様
に
脆
弱
性
を
有
す
る
未
確
定
残
余
搭
を
附
加
す
る
に
過
ぎ
た
い
と
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。



所
る
巧
妙
な
方
法
は
、
上
速
の
如
く

同。円内向山由

2
2
(浸
牧
)
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
子
孫
の
た
め
の
財
産
が
消
滅
す
る
こ
と
を
防

止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

共
和
制
時
代
の
有
名
な

。。ロ〈
OM可ωロのゆ門

(
欺
師
)
た
る

英
図
の
内
凱
中
に
、

一
六
五

O
年
頃
、

ω同
町
。
ユ
州
H
H
H仏
ω
切
門
広
岡
ヨ
ωロ
及
び
盟
円
。
。
。
段
門
OM可
司
州
岳
民
常
に
よ
っ
て
護
明
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
稿
せ
ら
れ
の
、
と
の
形

式
は
現
在
に
至
る
ま
で
英
国
の

E
Eロ可
8
2
-
O
B
O
E
の
基
本
型
と
か
仏
づ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

同
D
E
a
d司
0
1
y
国
宮
古
巴
。
M
L
E
z定
。
色
耳
鼻
ut。
ロ
件
。
己
呂
田
Pロ臼

-
P
4
同

γ
同
唱
。
一
回
。
三
宮
ロ

P
5
H白
也

同

V

・
回
同
唱
。
仲

m
・門出・日∞串・

英国家族相縫産制度の沿革とその赴合的・怒済的背景

一
五
三
五
年
∞

g
z
z
え

巴

ω
2
以
後
に
於
け
る
開

MBggミ
ロ
8
の
臆
用

H 

英
園
に
於
け
る

d
g
制
度
の
適
用
は
、
既
に
一
二
・
三
世
紀
の
交
よ
り
行
わ
れ
た
と
稽
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

T
と
の
制
度

が
英
園
に
於
て
特
に
殻
達
せ
る
理
由
と
し
て
は
、
英
圏
中
世
に
於
け
る
内
乱
の
際
、
土
地
が
叛
逆
罪
を
名
と
し
て
浸
牧
せ
ら
る
る
と

と
を
防
止
せ
ん
が
た
め
に
利
用
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
顕
著
友
例
と
し
て
は
、
所
謂
害
額
戦
争
(
者
向
円
目
。
同

5
0
列
。
宮
田
)

に
因
る
叛
逆
罪
の
場
合
を
拳
げ
る
と
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
郎
ち
一
五
世
記
の
中
葉
に
起
っ
た
と
の
戦
争
に
於
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
l
及
び
ヨ
I
ク
の
雨
家
が
相
争
う
に
及
び
、
肱
軍
側
'

に
味
方
し
た
者
は
叛
逆
罪
と
し
て
そ
の
所
領
を
浸
牧
せ
ら
れ
る
危
険
が
あ
り
、
斯
る
危
険
を
抽
出
防
せ
ん
が
た
め
に
、
占
有
並
に
牧
益

穫
を
留
保
レ
て
、
強
め
土
地
所
有
権
を
他
人
に
移
轄
す
る
手
段
郎
ち

8
2
2
8ロ〈
0
3ロ
n
o悶
件
。
己
申

g
の
方
法
が
一
般
に
行
わ

れ

ヱ
ド
ワ

l
ド
四
世
の
時
代
に
於
て
と
の
慣
行
が
一
般
に
確
立
せ
ら
れ
、
裁
判
官
は
斯
種
ユ

1
ス
は
叛
逆
罪
の
矯
め
に
浸
牧
せ
ら

ー-25-

る
る
と
と
な
き
旨
を
明
確
に
認
む
る
に
至
。
た
の
で
あ
る
の
。

従
っ
て
ユ

l
ス
の
慣
行
は
益
々
盛
に
-
な
っ
た
の
で
あ
る
。

市
し
て
斯
る
場
合
に
、
若
し
土
地
の
形
式
的
た
譲
受
人
を
一
人
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
死
亡
に
よ
う
て
相
績
が
開
始
し
、
領

広
羽
F
a
4



Z定

主
か
ら
土
地
の
牧
益
を
取
得
せ
ら
れ
た
り
、
領
主
の
た
め
に
各
種
の
封
建
的
な
上
納
金
を
納
め
な
け
れ
ば
友
ら
た
か
っ
た
の
で
あ

ー-2IJ -ー

り
、
又
営
譲
受
託
者
の
大
逆
罪
に
ょ
う
て
土
地
を
浸
牧
せ
ら
れ
る
に
至
る
危
険
が
あ
り
、
従
う
て
ユ

1
ス
の
制
度
を
利
用
し
た
貰
益

昌也

百日四

こ
の
危
険
を
防
止
せ
ん
が
た
め
に
、
そ
の
場
合
に
は
常
に
土
地
を
数
人
に
譲
渡
し
、
そ
の
数
人
間
に

、
円
。
口
問
ロ
ミ

ω闘
係
を
生
ぜ
し
め
た
。
と
の
開
係
は
共
有
関
係
(
叶
剛
山
口
内
自
の
可
官
。
。

E
B。
ロ
)
に
劃
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

の
闘
係
に
、
よ
b
近
き
も
の
で
あ
ヲ
た
の
。

い
『

0
由
民
仲

を
喪
失
す
る
の
で
、

法
上
の
目
、
山
口

E
i回
目
。
ロ
よ
り
も
、
む
し
ろ
グ
ル
マ
ン
法
上
の
ご
m
o
g
E
Z
民
自
丘
=

か
く
て
数
人
の
受
託
者
間
に
於
て
交
代
補
充
し
て
、
譲
受
人
を
一
人
と
す
る
弱
め
に
殻
生
す
べ
き
、
相
縞
開
始
に
よ
る
負
捨
・
復
蹄
・

浸
牧
を
強
防
し
た
も
の
で
あ
る
。

斯
く
て
一
瓦
世
紀

ω初
頭
よ
り
、
そ
の
中
葉
に
至
る
ま
で
の
聞
に
は
、
己
目
。
ω
の
制
度
は
、

。
。
ロ
ュ
。
時
間

A
E
q
に
ょ
う
て
保

護
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ス
の
方
法
は
、
上
越
の
如
〈
土
地
の
秘
密
譲
渡
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
づ
た
か
ら
、
そ
の
弊
害
も
亦
少
く
な
か
ワ
た
の
で

あ
る
。叉

闇
王
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
そ
の
封
建
的
収
益
の
減
少
に
大
な
る
関
心
を
も
た
ざ
る
を
得
た
か
づ
た
。
殊
に
公
的
並
に
私
的
の

英
大
た
る
支
出
に
悩
ん
で
い
た
へ
ン
リ
l
八
世
は
、
彼
の
牧
入
の
萎
縮
会
Fο

田
町
山
口
付
山
口
問
。

h
r
z
Z
8
5
0
)
に
劃
し
て
扶
乎

傍
観
し
得
る
人
で
は
な
か
づ
た
。
彼
は
幾
度
か
失
敗
し
た
後
に
、

一
五
三
五
年
に
於
て
、
か
の
有
名
左

ωzzzo剛
d
目

g
の

議
命
日
通
過
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
の
。

そ
の
目
的
は
わ
・
出
・

ω・
出
向
。
。
件
、
開
口
区
山
田
町
円
ヨ
司
自
丘
山
一
宮
切

mHnwm3ロ
ロ
仏
・
目
・
匂

-
S
に
依
れ
ば
、

t
回
目
白
田
三
)
出
仲
間
ロ
忠
弘

。
2
0
2
4司
宮
古
円
。
ぬ
旦
ロ

F
o
p
z門HmHH
円。〈
O
ロロ

2
0同
省
主
の
U
F
O
F
N
H
a

ぴ旬。包

。。匂円山〈
O
内同w

σ己仲伸一
F
O

円。即日明神山口
no



。『『戸山由回ロマ』町四円仲間凶
w

∞悼式一一問。ロoaσ
出
、

2
J
0
2
ロ
-
z
n

由。ω
件
目
。
ロ
。
片
片
山
口
m
w
ロ
の
山
内
H
H
-
o
白
田
、
田
口
ぬ
m
o日
沖
角
川
門
同
己

μ
0
白
色
4
目白血-σ山戸山伸一司O内ω

で
あ
の
、
要
す
る
に
へ
ン
リ
1
八
世
は
、
と
の
法
律
に
よ
づ
て
失
わ
れ
て
い
た
封
建
的
ゑ
牧
入
を
同
復

円
凶

otnmH4町内リω-MM】】100の}同

ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
と
の
法
律
の
機
構
も
そ
の
目
的
と
同
様
に
簡
一
与
で
あ
う
た
。
印
ち
ユ
ー
ス
を
絶
滅
す
る
と
と
が
目
的
で
あ

り
、
普
通
法
上
の
所
有
権
が
直
接
に
設
定
者
よ
り
受
益
者
に
移
っ
た
O
で
あ
る
。
例
え
ば
A
が
C
の
た
め
に
(
吉
伸
V
0
5
0
え
の
)

B
に
土
地
を
交
付
し
た
な
え
g
R
2
0
5
)
と
す
れ
ば
、

B
は
最
早
や
受
託
者
と
し
て
、
そ
の
脊
通
法
上
の
不
動
産
物
樺
を
保
有
す

英図家族相縫選制度の治主主とその祉合的・怒済的背一長

の
保
護
の
下
に
衡
平
法
上
の
権
利
を
享
有
す
べ
き
で
は
怒
い
の
で
あ
る
。

印
ち
B
は
、
普
通
法
上
の
不
動
産
物
権
を
C
に
持
ち
逐
ぶ
導
管
(
n
o
ロ
仏
旦
仲
間
】
苦
O
)
と
し
て
の
役
割
レ
か
演
じ
泣
い
と
と
に
な
り
.

C
は
恰
か
も
そ
の
譲
渡
が
直
接
自
己
に
属
さ
れ
た
る
が
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
負
捨
と
責
任
と
を
負
う
の
で
あ
り
、

C
は
普
通
法
上
に
於

べ
き
で
は
な
く
、
旦
ヲ

C
も
大
法
官
(
n
F
M
百
円
三
円
。
ご

け
る
所
有
者
と
同
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
く
て
一
五
三
五
年
の
∞
Z
Z
Z
え
巴
諸
国
は
、
家
族
相
櫨
産
設
定
に
も
重
大
た
る
彰
醤
を
及
ぼ
し
た
り
で
あ
る
が
、
と
の
法

"
ー
ヌ
ン
グ
14A

律
護
布
後
H
S
2
5
1
ω
2
2
0
5
0
ロ
仲
の
構
成
要
素
と
し
て
の
残
余
権
の
外
に
、
新
に
E
ω
宮
内
昨
日
ロ
m
c
m
g
=
及
び

hω円以円山口向山口ぬ

d
m
O
曲
、
尚
一
智
子
の
所
謂
未
必
的
ユ
I
ス

2
何
M
8
0
5
。
ミ
ロ
吉
田
=
が
用
い
ら
れ
る
に
至
。
ー
た
の
で
あ
る
。

リ
メ
J
Mタ

t
ズ

リ

ヴ

ア

I
ジ
ヨ
シ
ズ

元
来
脊
通
法
に
知
ら
れ
て
い
た
将
来
不
動
産
物
擦
は
、
残
余
楼
と
復
蹄
様
だ
け
だ
nJ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
建
余
樺
の
有
効
な
る

が
た
め
に
は
、
衣
の
如
き
諸
妥
件
が
必
要
だ
う
た
の
で
あ
る
。

ヲ
凶
ヲ

1

*

1
ル

F

(

1

)

残
余
槽
は
、
自
由
保
有
物
繊
慌
た
る
M
V
m
H
3
K
己
創
片
岡
田
宮
内
α
(
g
g
Z
吉
r
o
a
s匂
H
O
の
中
よ
り
奥
え
ら
れ
た
そ
の
一

部
分
で
あ
づ
て
残
余
樺
又
は
復
師
擦
に
先
行
す
る
も
の
を
ゅ
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば

2
2件
。
向
。
円
ロ

F
の
如
し
。
文
字
上
か
ら
は

ー-27-

分
支
不
動
産
物
権
と
課
す
べ
き
で
あ
る
が
、
此
庭
で
は
権
利
の
軽
重
の
上
か
ら
本
権
と
課
す
方
が
首
る
か
も
知
れ
た
い
)
に
よ
づ
て



設

支
持
せ
ら
れ
て
い
る
と
と
を
要
す
る
。

詰主

残
余
徳
は
そ
の
分
支
不
動
産
物
樫
(
同
MMH
耳
目
の
三
時
間
丸
山
吉
)
が
格
了
し
た
そ
の
瞬
間
に
占
有
を
回
復
す
る
を
要
す
る
。

然
し
残
余
槽
は
分
支
不
動
産
物
館
を
無
視
し
て
(
山
口
仏
民

g
gロ
g
ぇ
5
0
H
V号
Z
2
H再
開
目
立
件
。
)
又
は
分
支
不
動
涼
物
楼
泊

(

2

)

 

- 28ー

減
の
時
と
一
致
せ
ざ
る
時
に
於
て
効
力
を
生
ヂ
る
〈
剖
ぢ
将
来
物
擦
で
は
た
く
、
現
貰
的
危
機
利
と
な
る
)
と
と
を
得
な
い
。

、、

ぺ
3
)

残
余
裕
は
無
制
限
相
績
不
動
産
物
樫
(
山
口

g
z
z
吉

p
o
a
B
H
L
a
の
格
了
し
た
る
際
に
殻
力
を
生
・
ヂ
る
(
現
賓

化
す
る
)
様
に
設
定
す
る
と
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

「ュ

l
ス
」
法
以
前
に
於
て
は
、
未
来
の
ユ

l
ス
(
司

c
z
s
d
g
)
は
、
普
通
法
上
り
不
動
産
物
擢
と
異
っ
て
、
何
等
此
等
の

傑
件
に
服
さ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ユ

l
ス
法
は
、

庭
分
が
あ
う
た
時
に
、

ユ
ー
ス
の
性
質
を
蟹
更
す
る
と
と
泣
く
、

ユ
ー
ス
に
よ
る
受
益
者
自
身
を
脊
遇
法
上
の
樫
利
者
と
肴
倣
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ユ
ー
ス
の
方
法
に
よ
る
土
地

ユ
ー
ス
法

制
定
後
に
於
て
は
、

ユ
ー
ス
の
宣
言
を
な
す
と
と
に
よ
っ
て
、
普
通
法
上
の
残
余
櫨
の
有
効
の
た
め
に
必
要
た
諸
傑
件
に
合
致
す
る

と
と
た
く
し
て
、
普
通
法
上
の
将
来
物
権
官

E
Z
Z
Z
M百戸

g
g
Z
)
を
創
設
す
る
と
と
が
可
能
に
訟
っ
た
の
で
あ
る
。
新
の

如
く
に
し
て
生
じ
た
も
の
が
、
未
必
的
ユ

1
ス
(
開
M
O
の
ロ
ぎ
ミ
ロ
由
。
田
)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ω庄
内
江
口
ぬ

C
m
g
(移
縛
的
ユ

1

ス
)
と
ゅ
う
の
は
、
あ
る
土
地
を
A
及
び
そ
の
相
続
人
に
奥
え
て
、

B
D
用
益
の
た
め
に
保
有

せ
し
め
、
将
来
B
に
つ
い
て
一
定
の
事
項
(
結
婚
の
如
き
作
岱
又
は
一
定
の
負
捨
を
履
行
せ
ざ
る
等
の
不
作
嬬
)
が
費
生
し
た
友
ら

ば、

B
の
用
益
が
C
に
移
る
様
に
設
定
さ
れ
る
ユ

1
ス
を
ゅ
う
の
で
あ
る
。

「
移
時
的
ュ

1
ス
」
は
、
常
に
土
地
の
「
固
定
的
相
櫨
庵
設
定
」
(
忠
之
内
内

ω
2
2
0
5
0
Z
O岡戸内田口

ε
の
際
に
設
定
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
「
移
韓
的
ュ

l
ス
」
の
例
は
、
所
謂

J
M
m
g
o
山
口
色
白
コ
戸
田
門
戸
山
口
mow
二
氏
名
紋
品
川
十
約
款
」
の
形
式
で
設
定
さ
れ
る
と



と
が
昼
、
身
存
し
た
。
例
え
ば
、
あ
る
土
地
が
家
族
相
槌
産
と
し
て

E
Z
5
0
5
0
え
汗
内
耳
目
山
内
O

名山

5
2
5
m
H山口仏
O
一円件。

5
0
5
0
え
主
回
目
。

g
mロ
2
0
2言
。
H
M
可
仰
の
の

O
E
Eぬ
き

mgzュ
ミ

Z

Z
日目
u
w

の
如
き
形
式
で
設
定
さ
れ
た
場
合
上
越
の

一
定
の
紋
章
を
帯
ぶ
べ
き
旨
を
命
ゃ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
若

約
款
は
、

A
及
び
そ
の
子
息
建
は
、
或
一
定
の
氏
名
を
名
乗
り
、

し、

A
が
指
定
さ
れ
た
姓
を
名
乗
ら
な
い
場
合
に
於
て
は
、
彼
の
畢
生
間
の
ュ

l
ス
は
泊
減
し
、
新
し
い
ュ

l
ス
が
彼
の
不
動
産
物

擢
を
無
萌
し
て
(
宮
内
ぽ
一
同

omg口
。
。
。
同

E
g
g
z
g〉
他
人
の
た
め
に
効
力
を
護
生
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
A
に
土
地
を
向
。
。

回目
B
H】
目
。
に
が
、
て
遺
贈
す
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
A
が
二
十
一
才
以
下
で
死
亡
す
る
た
ら
ば
、

B
が
内

00
即日
B
U
Z
に
於
て
そ
の
土

英国家族棺縫産制度の沿革とその配合的・経済的背景

地
を
取
得
す
る
と
定
め
る
と
と
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ω同V
円山口
m山口ぬ

d
g
と
ゅ
う
の
は
、
或
る
土
地
を
A
及
び
そ
の
子
孫
に
奥
え
、
或
一
定
の
事
項
(
成
年
の
到
達
・
結
婚
等
)
の
殻

生
し
た
場
合
に
は
、
特
定
の
人
の
矯
め
に
新
し
き
用
益
を
登
生
せ
し
む
る
様
に
設
定
し
た
ュ
l
ス
で
あ
る
。

「ュ

1
ス
法
一
」
に
よ
り

ωHVユ
ロ
ぬ
山
口
ぬ

d
g
も

ω
E肉
片
山
口
ぬ
己
目
。
も
普
通
法
上
の
物
権
で
あ
る
。

相
種
産
設
定
の
際
上
越
の
如
き
各
種
の
「
未
必
的
ユ

1
ス
」
を
設
定
し
た
の
は

h
d
u
g
g
gミ
E
Z
Zえ
3

(

未
確
定
の
将
来
物

樫
〉
を
し
て
、
ゎ
。
ロ
片
山
口
m
oロ
仲
問
。

Eω
宮
内
同
ゆ
門
出
と
同
様
に
、
脆
弱
な
も
の
た
ら
し
め
且
づ
そ
れ
に
一
よ
づ
て
土
地
が
あ
ま
り
長
期
に

亙
り
、
あ
ま
り
に
も
絶
封
的
に
譲
渡
し
得
ざ
る
も
の
と
し
て
止
ま
る
と
と
を
避
け
る
に
あ
マ
た
の
で
あ
る

ω。

ハ
1
)

問。-血
m
唱
。
丘
町
・
間
宮
件
。
巴
E
戸
山
田
宮
。
島
国
。
位
。
ロ
件
。
5
0
-
h
p
M
M円

H
-
2
4・同
Y
E凶・

(

2

)

 

kpmz。唱
u

山町廿。
FNP毛
色
岡
崎
同
gm凶
作

=
H
H
凶
虫
色
白
V

H

ロゐ
h
m
f
A
r
k
・
2
・H
J「
品
目

ω・

ー-29-

墜
浦
奥
七
「
英
園
衡
平
法
と
信
託
制
度
」
五
八
七
頁
以
下

出
O
H許
可

m
v
p
h
f
Hご
い
岱
也
句
-
H
q
0
・w

ハ
3
)
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(

4

)

 

。
・
同

-
a・
吋
民
。
。
グ
国
ロ
m
-
M
m
r
F
M
p
d弓

mp
回
向
見
切
出
np
。同内閣時
O
口
出
向
切
匂
・

m
v
H
・

-30-

(

5

)

 

。
。
。
9
0
4
。
.
m
F
M
V
唱
。
同
開
。
乙
]
勺
同
D
M
V
⑦
同
仲
可
(
同
c
d
】ユ
V
同
晶
体
件
。
ロ
)
M
V
・
回
∞
凶
-e
回一

wu・

論

(

6

)

 

出
。
同
庁
円
P
ロ島柚

H
ず
H
R
f
M
V
・
日
H
m
w
・

VJ[ 

一
五
回

O
年
の
遺
言
法
の
役
割

英
園
の
古
代
封
建
制
度
の
下
に
於
て
は
、
遺
言
に
よ
れ
/
て
土
地
を
底
分
す
る
と
と
は
、
封
建
制
の
本
質
に
反
す
る
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が

A
H
g
R
u
の
方
法
を
利
用
す
る
と
と
に
よ
っ
て
間
接
に
そ
の
目
的
を
達
す
る
と
と
を
得
た
の
で
あ

っ
た
が
、
今
や
一
五
三
五
年
の
z
ω
Z
Z
Z
え
己
吉
田
=
に
よ
う
て
、
と
の
方
法
が
巌
禁
せ
ら
る
る
に
及
び
、
「
ュ

l
ス
法
」
の
斯

る
効
果
は
、
従
来
ユ

l
ス
を
媒
介
と
し
て
土
地
の
遺
言
底
分
に
習
熟
し
て
い
た
人
々
の
非
常
た
反
感
を
惹
起
し
、
輿
論
は
迭
に
一
五

四
O
年
に
が
、
て
、
最
初
の
=
ω
Z
Z
Z
え
巧
巴
印
=
(
遺
言
詰
〉
の
議
合
通
過
を
賢
現
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
り
。

印
ち
へ
ン
リ
I
八
世
は

。。
E
S。ロ

E
dミ
0
2
の
好
意
を
失
う
と
と
を
欲
せ
や
ー
し
て
、

彼
は
一
方
に
於
て

h

h

ω

4

げ血合同件。。州

d
m
o目
=

の
有
効
性
を
維
持
し
づ

L
、
他
方
に
於
て
、
直
接
に
大
た
る
遺
言
能
力
を
設
定
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
之
が
一
五
四

O

年
の
遺
雪
一
ロ
法
の
役
割
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
、
農
役
的
土
地
保
有
者
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
彼
等
の
土
地
全
部
を
自
由
に

底
八
刀
す
る
と
と
が
出
来
た
。
而
し
て
軍
役
的
土
地
保
有
者
は
、
そ
の
土
地
の
三
分
の
こ
を
譲
渡
す
る
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
の
一
五
四

O
年
の
遺
言
法
の
表
現
法
が
あ
ま
り
漠
然
と
し
て
い
た
の
で
、
二
年
の
後
訂
正
の
必
要
を
生
ヒ
、

一
の
解
耀
的
法
律

に
よ
っ
て

puo
巴
B
℃
目
。
同

m
Z
Z
の
遺
贈
の
み
に
通
用
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
-
た
。
而
し
て
こ
の
遺
一
言
法
の
制
定
に
よ
づ
て
一
種
の

将
来
物
権
の
設
定
方
法
た
る
開
M

自
の
昇
。
ミ
ロ

2
z
o
の
慣
行
を
生
じ
た
と
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
う
。
之
は
「
ユ

1
ス
法
」

ο



制
定
に
よ
り

ω宮
内
江
口
泊
。
目
。
師
、
や

ω官
官
包
ロ
ぬ
口
出

g
を
生
じ
た
る
と
同
一
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

品
川

E
O
M
向。。ロ件。円一司品。〈目的
AMZ

た
る
語
は
、
元
来
将
来
に
於
て
費
生
ず
る
と
と
あ
る
べ
き
不
確
貰
友
事
件
の
到
来
に
よ
っ
て
効
力

を
生
・
ヂ
ペ
き
権
利
を
設
定
す
る
方
法
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
斯
る
将
来
物
樫
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
し
て
解
せ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
の
。
蓋
し
昔
時
の
遺
言
者
は
、
そ
の
死
期
の
近
き
を
感
じ
た
時
に
自
己
の
信
親
し
得
る
人
に
土
地
を
託
し
、

そ
の
遺
言
執
行
者
が
、
そ
の
土
地
を
買
却
し
た
時
に
、

一
定
の
人
に
そ
の
賓
待
金
が
蹄
属
す
べ
き
と
と
を
定
む
る
と
と
が
多
か
う
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

英図家族相縫産制度の沿革とその祉合的・経済的背景

，
弐
に
遺
言
底
分
一
般
と
相
稽
産
設
定
と
の
関
係
に
就
い
て
一
一
言
す
れ
ば
、
そ
の
後
一
六
六

O
年
の

ω
g
z
z
o同
寸
O
ロ
ロ
円
。
は
、

一
切
の
軍
役
的
土
地
保
有
方
法
を
農
役
的
土
地
保
有
方
法
に
饗
え
、
と
の
時
以
来
、
英
閣
法
は
土
地
保
有
者
に
封
し
、
彼
等
の
不
動

産
に
劃
す
る
完
全
た
る
遺
言
能
力
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
現
在
に
於
て
は
、
被
相
続
人
は
そ
の
全
財
産
に
封
し
て
、
完
全
無
制
限
の

庭
分
擦
を
有
し
て
e

い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
家
父
が
そ
の
全
財
産
を
他
人
に
遺
贈
す
れ
ば
、
彼
の
雨
親
も
妻
も
、
子
女
も
何
等
の
財

産
構
を
も
保
持
し
得
た
い
の
で
あ
る
。
斯
る
場
合
に
は
、
我
が
民
法
や
、
大
陸
諸
園
の
法
律
に
は
、
遺
留
分
の
制
度
が
存
す
る
の
で

あ
る
が
、
遺
留
分
の
制
度
を
有
せ
ざ
る
英
法
上
に
於
て
は
、
近
親
を
し
て
無
財
産
と
な
る
危
険
を
兎
れ
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
婚
姻

に
際
し
て
、

家
族
相
櫨
産

ρ
一
種
・
た
る
宮

R
ユ
認
。

ωσ
伸子
M
H
H
M
g
z

を
設
定
す
る
か
、

又
は
姐
先
が
見
孫
の
た
め
に

∞
仲
田
1

目
。
仲

旦
づ
財
産
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
の
通
用
を
莞
れ
る
た
め
に
、
長
男
の
成
年
に
謹
す
る
毎
に
、
都
船

ω鬼神戸
O
B
0
5田
を
設
定
し
、

産
再
設
定
の
方
法
を
繰
返
し
て
行
く
外
は
友
い
の
で
あ
る
の
。
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ハ
3
)
K

戸時時い

r
s回
⑦
同
時
伸
一

r
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田

mHPロ
白
混
同
川
】

2
4
p
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同
門
戸
口
弘
三
ヱ
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中

w
F
凶

w
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m
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H
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2
2
0
1
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論

英
法
の
鷲
展
は
或
意
味
に
が
、
て
嬬
詮
法
的
で
あ
る
。
印
ち
あ
る
法
律
が
成
立
す
る
と
之
に
釘
ず
る
反
動
を
生
じ
、

一
種
の
脆
法
的

手
段
が
講
ぜ
ら
れ
る
。
斯
る
股
法
的
手
段
が
や
が
て
法
律
山
明
文
を
以
て
規
定
せ
ら
れ
る
に
至
る
と
、
更
に
之
に
劃
す
る
反
動
を
生

じ
、
や
が
て
之
を
成
文
法
化
し
て
行
く
む

私
法
の
根
幹
を
成
す

円

ω4司

丘
町
。

5
3
2
も
戸
内
阿
君
。
同

吋
。
円
宮
、
も

C
R
も

、H，
E
浮
も
斯
の
如
く
に
し
て
殻
建
し
た
。
英
図
家
族
相
櫨
産
制
度
の
護
法
史
上
注
目
ナ
ベ
き
問
。
。
。
〈
O
門
戸

g
や
句
山
口

g
等
の
訴

訟
技
術
も
斯
く
し
て
護
建
し
た
の
で
あ
る
。

a 

此
等
の
訴
訟
技
術
の
「
家
族
相
櫨
産
設
定
」
へ
の
趨
用

土
地
を
翠
一
の
家
族
中
に
保
存
せ
ん
と
欲
す
る
封
建
的
領
主
連
の
希
望
に
依
づ
て
、

一
二
八
五
年
に
、

ω
E
H
C
R
u
巴
ゆ
り
0
口
広

。。口弘山片山
0
ロ向日同
σ己目

の
通
過
を
見
、
限
嗣
不
動
産
物
植
の
確
立
を
見
る
に
至
づ
た
の
で
あ
る
が
、
新
る
不
融
通
物
穫
を
取
得
し
た

者
は
、
経
済
上
の
理
白
か
ら
、
斯
る
物
権
を
他
に
頁
却
し
て
金
融
を
得
度
い
と
希
望
し
た
し
、
又
土
地
の
自
由
な
る
譲
渡
を
妨
ぐ
る

如
何
な
る
希
望
に
劃
し
て
も
常
に
嫉
妬
的
た
判
事
珪
は
、
斯
る
不
動
産
物
躍
を
鹿
除
し
て
、
之
を
買
却
す
る
と
と
を
可
能
た
ら
し
む

る
一
一
聯
の
擬
制
的
訴
訟
手
績
を
護
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
章
、
怒
る
も
の
が
河

0
8〈O
ユ
g
と
ヨ
ロ

g
で
あ
る
け
。
岡
山

oga

S
ュg
(擬
制
的
土
地
問
復
訴
訟
)
と
ゅ
う
の
は
、
擬
制
的
物
的
訴
訟
で
あ
る
。
し
か
し
此
の
擬
制
的
同
復
訴
訟
そ
の
も
の
は
有
能

怒
る
も
の
と
は
い
え
た
か
づ
た
。
何
と
な
れ
ば
斯
る
訴
訟
営
事
者
の
共
謀
に
よ
る
閥
復
は
取
泊
さ
る
可
き
も
の
だ
れ
J

た
か
ら
で
あ

る
め
。
し
か
し
と
の
擬
制
的
土
地
同
復
訴
訟
の
機
構
は
、
そ
れ
が
巧
司

5
5
M可

の
理
論
と
結
合
す
る
と
と
に
よ
れ
J

て
有
能
・
な
も
の



と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

t
J
1
m
H
司
一
門
戸
ロ
沖
一
『

古
代
不
動
産
法
上
に
於
け
る
遁
奪
捨
保
の
一
種
で
あ
づ
て
、
土
地
譲
渡
の
際
に
、
目
的
不
動
毘
に

と
ゆ
ろ
の
ほ
、

闘
し
他
か
ら
権
利
を
主
張
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
に
、
譲
受
人
の
占
有
を
防
護
し
、
若
し
敗
訴
す
る
と
き
は
、
之
に
同
慣
値
の
土
地

を
興
う
る
と
と
を
約
束
す
る
譲
渡
人
の
義
務
を
指
す
も
の
で
あ
ヲ
た
。
例
え
ば
、

A
が
土
地
を
B
及
び
そ
の
相
績
人
に
興
え
且

9
3

の
樫
原
を
櫓
保
す
る
模
に
自
分
自
身
及
び
そ
の
相
続
人
を
拘
束
し
た
と
保
定
し
、
第
三
者
X
が
自
己
の
樺
利
を
主
張
し
て
そ
の
土
地

を
B
か
ら
要
求
し
た
訟
ら
ば
、

B
は
そ
の
権
原
を
捨
保
す
る
義
務
を
果
さ
せ
る
た
め
に
A
を
召
喚
(
〈
O
ロ
れ
何
回
)
す
る
と
と
が
で
き
た

英国家族相縫産制度の沿革とその批曾的・経済的背景

の
で
あ
る
。
若
し
A
が
B
の
権
原
を
捨
保
す
る
義
務
を
承
認
し
た
と
す
れ
ば
、

X
の
訴
訟
は
B
か
ら
A
に
向
う
の
で
あ
る
。
若
し

X

が
そ
の
訴
訟
で
勝
訴
す
れ
ば
、
裁
判
所
は

X
は
B
よ
り
土
地
を
回
復
す
べ
し
。
市
し
て

A
は
等
債
額
の
土
地
を
B
に
譲
渡
す
べ
し
と

ゅ
う
判
決
を
下
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
訴
訟
上
の
諸
規
則
が
、
・
択
の
如
く
限
嗣
不
動
産
物
樺
の
解
除
の
た
め
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
限
嗣
不
動
産

物
権
者
た
る
A
の
一
友
人
玄
ハ
前
例
第
三
者
に
相
賞
す
)
が
、

A
ハ
前
例
譲
受
人
に
相
掛
曲
す
る
〉
よ
り
官
。
回
目
B
匂
H
O
(
無
制
限
相
績
不
動
産

物
権
)
と
し
て
そ
の
土
地
を
請
求
す
る
た
め
、
人
民
訴
訟
裁
判
所
(
円
。
ロ
立
。
向
。
。
自
言
。
ロ

3
3由
)
に
必
給
令
扶
(
巧
ユ
仲
え

を
提
出
す
る
。

A
は
Y
(乳
九
一
院
)
(
前
例
譲
渡
入
に
建
白
す
る
)
を
捨
保
義
務
を
果
さ
せ
る
た
め
に
召
喚
す
る
。
ー
は
播

同
剛
山
岡
山
町
同
仲
)
吋

保
の
義
務
を
認
め
、

X
と
裁
判
所
外
に
於
て
相
談
す
る
と
と
を
許
可
せ
ら
れ
ん
と
と
を
乞
い
、
我
判
所
か
ら
出
て
行
く
ハ
之
を

y
o

Q
H
H
J
1
0
a
H
O
俗
〈
命
円
。
守
口
問
】
向
日
と
一
再
う
)
。
フ

4

3

・
シ

A

プ

ル

そ
と
で

X
は
問
題
の
土
地
を
A
か
ら
無
制
限
相
績
不
動
産
物
擢
と
し
て
同
復
す
る
。

X
は
そ
の
土
地
を
直
ち
に
A
に
譲
渡
す
る
。

之
に
よ
れ
J

て
A
の

r
o
g口
は

F
O
回目

B
1
0
に
反
る
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て

A
の
方
で
は
Y
の

4
5司
E
ロ
弓
の
効
果
と
し
て
、
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主
に
劃
し
て
A
K
等
債
額
の
土
地
を
譲
渡
す
べ
き
回
目
を
命
や
る
判
決
を
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
と
の
判
決
に
よ
る
命
令
に
劃
し
て
、

- 34-

ー
が
金
〈
満
足
し
得
な
い
と
と
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
裁
判
所
は
と
の
事
賓
を
全
く
重
要
た
ら
ざ
る
も
の
と
看
倣
し

た
。
何
と
た
れ
ば
彼
等
は
彼
舎
の
最
善
を
聾
し
た
(
、
H
d
S巴
げ
包
号
ロ
o
F
E円

σ
gご
と
ゅ
う
の
で
。

論

併
し
若
し
土
地
が
、
判
決
に
際
じ
て
主
に
よ
っ
て
ム
に
譲
渡
さ
れ
た
と
し
た
・
な
ら
ば
、
そ
の
限
嗣
不
動
産
物
樫
の
設
定
さ
れ
た
土

地
に
利
害
関
係
を
も
っ
締
て
の
人
々
は
補
償
を
受
け
た
と
と
で
る
ろ
う
。

リ
カ
荷
ゲ
ア
り
，
宍

擬
制
的
土
地
回
復
訴
訟
が
限
嗣
不
動
産
物
権
設
定
地
に
利
害
関
係
あ
る
す
べ
て
の
人
々

1
1子
孫
・
残
余
樫
者
・
復
蹄
樫
者
を
解

放
し
た
の
は
と
の
現
出
に
よ
る
の
で
あ
る
。
後
に
は
此
の
念
入
り
の
訴
訟
は
、
最
後
ま
で
や
り
治
会
ぜ
る
と
と
は
た
か
づ
た
。
擬
制

的
訴
訟
に
於
け
る
諸
段
階
が
翠
に
裁
判
所
の
記
録
に
記
入
さ
れ
た
に
過
ぎ
友
か
っ
た
。
・
ス
ト

?
l
マ
ン
た
る

Y
の
役
割
は
人
民
訴
訟

裁
判
所
の
廷
丁
に
よ
っ
て
潰
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
る
廷
丁
は
、
彼
が
そ
の
役
を
演
-
ヂ
る
毎
に
四
ペ
ン
ス
の
額
を
そ
の
サ
l
グ

イ
ス
の
封
債
と
し
て
受
取
っ
た
0

・
彼
は
わ
。
8
5
0ロ
〈
Oロ
n
y
o
o
の
名
で
知
ら
れ
て
い
た
。
何
と
た
れ
ば
、
彼
は
擬
制
的
土
地
回
復

ヲ
ヲ
シ
テ
ィ

訴
訟
を
嬬
す
鵡
て
の
人
々
に
よ
れ
J

て
、
指
保
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

E
D
g
へ
傾
接
的
和
解
訴
訟
)
は
、
営
事
者
の
安
協
に
基
く
擬
制
的
封
入
訴
訟
で
あ
る
。
と
の
と
と
か
ら
、
片
山
口
色
町
曲
。
。
ロ

g
E
Z

へ片山口
M
H
目

白

m
E
O
B
Oロ
ご
の
名
が
出
た
。
上
越
の

U
o
u
o口
町
田
法
は
、
健
装
的
和
解
が
限
嗣
不
動
産
物
楼
に
つ
い
て
何
等
の
効
果

を
有
せ
ざ
る
べ
き
国
討
を
規
定
し
た
が
ヘ
ン
リ
l
七
世
及
び
ヘ
ン

P
1
八
世
時
代
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
、
「
フ
ア
イ
ン
」
は
、
復
蹄
樫

者
や
建
余
模
者
を
解
放
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
子
孫
を
解
放
す
る
と
と
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
期
く
て
訴
訟
受
益
者
(
郎
ち
そ
の
人

の
た
め
に
「
ブ
ア
イ
ン
」
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
人
}
は
、
そ
の
一
般
相
穣
人
に
傍
わ
る
無
制
限
相
績
不
動
産
物
檀
と
同
様
た
不
動
産

物
穫
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
斯
く
て
得
ら
れ
る
不
動
産
物
樫
は
自
己
の
子
孫
に
劃
し
て
だ
け
劃
抗
し
得
る
権
利
に
す
ぎ
た
い
と



ゅ
う
意
味
に
於
て

r
o
a
5
1
0
と
は
異
る
も
の
で
あ
う
た
。
斯
る
不
動
産
物
樺
は
、

ヴ

g
o
向
。
。
(
低
扱
相
績
不
動
廃
物
樫
)
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

リ

カ

ザ

ア

v
t

縫
っ
て
完
全
に
限
嗣
不
動
産
物
穫
を
慶
除
す
る
も
の
は
擬
制
的
土
地
同
復
訴
訟
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
河
ゅ
の
。
〈
O
門司

は
封
物
的
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
と
の
訴
訟
は
、
最
初
の
自
由
保
有
不
動
産
物
樫
を
占
仔
し
て
い
る
者
に
封

し
て
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ち
友
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
限
嗣
不
動
産
物
躍
は
、
通
常
家
族
相
稽
産
設
定
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
そ
の
設

立
の
制
限
の
下
に
於
て
、
父
は
畢
生
間
の
不
動
産
物
擦
を
有
し
、
そ
の
息
子
は
最
初
の
限
制
不
動
産
物
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
従

景背的概
産
物
権
を
麿
除
す
る
と
と
は
で
き
な
か
G
た
の
で
あ
る
。

か

斯

る

合

意

は

、

ヨ

ロ
O

(

服
装
的
和
解
訴
訟
)
に
封
し
て
は
必
要
と
さ
れ
た
か
ワ
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
と
の
訴
訟
は
封

曾枇のそ》』革む3as 
の度

品

m産経相族家図英

っ
て
と
の
訴
訟
は
そ
の
父
に
封
し
て
開
始
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
息
子
は
そ
の
父
の
同
意
た
く
し
て
限
嗣
不
動

人
的
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
限
嗣
不
動
産
物
権
者
の
み
を
相
手
方
と
し
て
開
始
す
る
こ
と
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
仮
装
的
和
解

訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
に
よ
づ
て
、
早
に
・
自
己
の
子
孫
に
封
し
て
の
み
封
抗
し
得
る
に
過
ぎ
た
い
低
綾
相
続
不
動
産
物
権

(
g
m
o

p
o
)
が
設
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
歩
、
斯
る
財
産
権
は
市
場
的
商
品
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
。

(

1

)

 

(

2

)

 

。
・
出
-m-
町
民
c
c
y
国ロぬ
-
E
V
H
b
-唱
mv
ロ島凶作
ω
出

ZH同
却
さ
ロ
ロ
P
同

γ
串

a'

F
a
c
-
H
H
-
4
r
日印印
l
A
M
・

(
3
)
d
F
3
5

と
は
、
或
者
に
作
篤
又
は
不
作
篤
を
命
ず
る
た
め
に
、
園
玉
の
名
に
於
て
訴
判
所
そ
の
他
が
設
す
る
命
令
書
を
ゅ
う
の
で
あ
り
、

J

司
巴
仲
。
州
民
同
ぬ

E
は
、
訴
訟
嘗
事
者
に
笥
し
、
向
車
に
請
求
の
み
に
基
い
て
奥
え
ら
れ
る
ぬ
常
訴
訟
令
肢
を
ゅ
う
。

図。
Ema唱。ュ
y
国
富
伸
。
色
合
え

H
Z
Z
。円
H
Z
c
t
c
ロ
件
。
己
E
F
E
H
h
円
F
M
v
j
M
M
・印吋
l

印∞・
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(

5

)

 

問。

sud唱
。
巳

y
M
E
a
-
M
V・
印
∞
i
印
申
・

論

a
に
於
て
述
べ
た
様
に
河
ゅ
の
。
〈
mw
門
司

は
、
土
地
の
占
有
者
の
協
力
を
得
て
行
い
得
る
物
的
擬
制
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
、

-36 -

b 

一
八
三
三
年
の
明
言
g

E
昆
列
。
。
。
話
三
g
k
F
2

限
嗣
不
動
産
物
権
を
し
て
何
人
に
劃
し
て
も
封
抗
し
得
る
又
何
人
た
る
を
閉
め
歩
遺
臆
す
る
と
と
の
出
来
る
無
制
限
相
槙
不
動
産
物

樫
た
ら
し
む
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
之
に
劃
し
て

司山口。

は
、
人
的
擬
制
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
目
的
不
動
産
の
占
有
者
の
同
意

を
得
る
と
と
は
必
要
で
は
訟
か
う
た
が
、
そ
の
訴
訟
の
成
果
は
、

p
o
宮山戸

を
し
て
、
自
己
の
子
孫
に
だ
け
は
封
抗
し
得
る
の
で

は
あ
る
が
、
目
的
不
動
産
に
う
い
て
時
間
余
権
、
復
蹄
模
等
を
有
す
る
者
(
通
常
そ
の
者
の
父
や
兄
弟
〉
に
は
封
抗
し
得
た
い
低
級
相

績
不
動
産
物
樺
と
も
稿
す
べ
き
ず

g
o
p
o
を
生
ぜ
し
む
る
に
す
ぎ
た
か
づ
た
。
従
ヲ
て
同
吋
山
ロ
ゅ
に
よ
づ
て

岬

mw四
回

を
鹿
除
し
得

た
が
、
目
的
財
産
の
買
手
を
容
易
に
見
出
し
得
友
い
と
ゅ
う
貰
情
で
あ
う
た
。
し
か
の
み
怒
ら
や
、
此
等
の
共
謀
に
よ
る
擬
制
的
評

訟
は
、
そ
れ
が
賓
行
さ
れ
る
溺
め
に
は
、
長
期
間
に
亙
る
複
雑
伝
市
か
も
そ
れ
放
に
非
常
に
費
用
の
か
L
る
裁
判
上
の
手
蹟
を
必
要

と
し
た
。
又
そ
の
た
め
に
は
、
人
々
を
し
て
「
腐
敗
せ
し
め
る
餌
」
を
必
要
と
し
た
。
之
は
枇
合
的
に
見
て
望
ま
し
か
ら
ざ
る
と
と

は
営
然
で
あ
う
た
。

従
前
J

て
此
等
の
擬
制
的
訴
訟
を
維
持
す
る
と
と
は
、
す
べ
て
の
人
に
「
周
り
仲
枯
れ
る
時
代
の
遺
憾
友
残
物
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
る
り
、
而
か
も
恐
ら
く
は
、
直
接
に
斯
る
訴
訟
の
御
蔭
を
蒙
っ
て
い
る
者
を
除
き
、
如
何
た
る
人
も
そ
の
鹿
止
を
翼
う
て

m
g
H
P
O同
VO吋
昨
日
、
(
物
的
財
産
)
及
び
之
に
加
え
ら
れ
得
る
鑓
更
を
研
究
す
べ
き
任
務
を
帯
び
た
一
委

い
た
の
で
あ
る
。
そ
と
で

諭
し
た
。

一
八
二
九
年
公
刊
さ
れ
た
そ
の
報
告
書
中
に
於
て
、
彼
等
の
研
究
題
目
に
就
て
次
の
如
く
結

「
明
瞭
な
且
つ
理
解
し
易
き
言
語
を
以
て
営
事
者
の
意
思
を
表
明
す
る
唯
一
の
法
律
行
篤
に
よ
っ
て
貰
行
さ
れ
得
た
い
も

員
舎
が
組
織
せ
ら
れ
、
同
委
員
舎
は
、



の
は
、
如
何
に
複
雑
で
あ
る
に
せ
よ
、
研
究
の
封
象
に
は
友
ら
ぬ
」
と
。
と
の
勧
告
に
従
っ
て
英
園
の
立
法
者
は
最
後
に
、

三
年
の
ヨ
ロ

2
8島
問
。

8
4
0
ユ
g
〉

2
3
ω
ロ
仏
品
巧
己
-

A

F

・
0・
2
)
に
よ
っ
て
、
上
越
の
古
き
擬
制
的
訴
訟
手
続
を
底
止

す
る
決
意
を
錯
し
た
の
で
る
る
。

一
八
三

と
の
法
律
に
依
っ
て
限
嗣
不
動
産
物
権
を
無
制
限
相
続
不
動
産
物
擦
に
撹
大
す
る
と
と
は
、

単
に
「
限
嗣
不
動
産
物
樺
鹿
除
謹

書
」
E
仕切

g
g口
吉

m
8
2
5
5
0
3
と
稿
せ
ら
れ
る
捺
印
詮
書

200仏
)
を
作
成
す
る
と
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
得
る
と
と
と
な

う
た
。

英国家族相縫産制度の沿革とその赴舎的・経済的背景

而
し
て
と
の
謹
書
が
有
効
怠
る
た
め
に
は
、

ロ
シ
ド
ン
の
長
高
裁
判
所
中
央
事
務
局
の
登
記
課
(
国
号
。
HBOロ
仲
ロ
o
U
H
H
2
5
0
ロ仲)

に
於
て
、
詮
書
作
成
後
六
箇
月
内
に
登
記
し
な
け
れ
ば
友
ら
た
か
っ
た
。

然
る
に
と
の
擬
制
訴
訟
底
止
法
が
公
布
さ
れ
た
恰
も
そ
の
日
附
に
於
て
、
自
由
黛
が
政
権
を
握
る
に
至
h

九
英
園
は
そ
の
政
治
的

面
に
於
て
、
従
来
の
貴
族
政
治
か
ら
異
の
衆
民
政
治
に
轄
換
し
初
め
た
の
で
あ
る
。
郎
ち
一
八
三
二
年
に
於
け
る
選
拳
法
の
大
改
正

が
是
で
あ
う
た
。

若
し
議
舎
が
吐
合
的
面
に
於
て
も
、
同
様
た
進
化
の
口
火
を
附
け
よ
う
と
欲
し
た
た
ら
ば
、

と
の
貴
族
政
治
的
性
格
の
顕
著
た

「
相
稽
産
再
設
定
」
を
更
に
稀
に
す
る
た
め
に

HN20〈
O

ユg
と
ヨ
ロ

g
の
泊
減
を
利
用
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
ヲ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
印
ち
死
せ
る
古
き
機
構
が
畢
生
聞
の
占
有
物
様
者
た
る
父
に
師
属
せ
し
め
て
い
た
監
督
権
を
泊

被
せ
し
め
る
た
め
に
は
、

「
残
余
権
者
」
た
る
限
嗣
不
動
産
物
権
の
権
利
者
と
し
て
の
息
子
を
し
て
、
彼
だ
け
で
一
八
三
三
年
前
の

- 37-

「
リ
カ
ヴ
ア
リ
I
」
と
同
じ
く
、
組
て
の
人
に
封
抗
し
得
る
「
限
嗣
物
権
麿
除
読
書
」
に
よ
っ
て
家
族
相
稽
産
を
完
全
に
泊
誠
せ
し

め
得
る
と
と
だ
け
で
充
分
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
是
は
英
図
の
吐
合
的
骨
格
を
そ
の
僚
に
し
て
置
く
た
め
に
、
立
法
者
が
正
に
避
け
ん
と
し
た
所
で
あ
っ
た
。
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t
Eロ
g
S
a
m
o
g
g
ュg
〉

2
3
も
相
櫨
産
設
定
中
に
「
相
檎
産
設
定
の
保
護
者
」
E

司
B
Z
E
2
0片

5
0
伊
豆
0
2
0
5
3

富者

と
稿
せ
ら
れ
る
新
人
物
を
導
入
し
た
。
そ
の
役
割
は
弐
の
如
き
も
の
で
あ
ヲ
た
。
邸
中
っ
長
男
が
土
地
を
占
有
せ
ぎ
る
限
り
、
即
ち
そ

の
父
の
死
亡
に
至
る
ま
で
は
、
長
男
は
彼
だ
け
の
行
筑
に
ょ
う
て
は
、

Eσω
宮
内
ooz
に
於
け
る

t
o
m
g
z
=
の
外
は
、
「
限
嗣
物

イ

3
・
シ
ン
プ
ル

権
鹿
除
諮
書
」
に
よ
ヲ
て
第
三
者
に
譲
渡
し
得
ざ
る
と
と
と
怠
っ
た
の
で
あ
る
。
組
て
の
人
に
封
抗
し
得
る
無
制
限
相
続
不
動
産
物

プ
ロ
テ
ク
タ
ー

長
男
は
捺
印
誰
書
に
於
て
表
明
さ
れ
た
保
護
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
た
ら
た
か
ヲ

樫
を
第
三
者
に
譲
渡
し
得
る
が
岱
め
に
は
、

プ
ロ
テ
グ
タ
?

た
。
と
の
保
護
者
た
る
も
の
は
、
最
初
の
相
稽
産
設
定
詮
書
に
於
て
、
財
産
庭
八
刀
者
に
よ
れ
/
て
任
意
に
指
定
さ
れ
る
者
で
あ
る
が
、

事
宜
上
は
常
に
畢
生
聞
の
物
権
者
た
る
父
宅
あ
う
た
か
ら
、
設
定
不
動
産
の
譲
渡
可
能
性
の
賠
か
ら
見
れ
ば
、

一
八
三
三
年
後
に
於

て
も
、
事
情
は
そ
れ
以
前
と
全
く
同
で
で
あ
る
と
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
長
男
が
以
前
に
E

ヨロ
σ=
の
方
法
に
よ
内
J

て
得
た
結
果
を
、
営
該
法
律
の
殻
布
後
に
於
て
も
依
然
と
し
て
問
単
調
に
得
る
と
と
が
で
き
た
。
同
様
に
彼
は
、
保
護
者
た
る
父
の
援

助
を
得
れ
ば
、
以
前
に
父
の
同
意
を
得
て
父
に
劃
し
て
提
起
し
た
E
列
。
。
。
〈
ゆ
『
吋
=

の
訴
樫
の
行
使
よ
り
生
じ
た
と
同
一
の
目
的
を

建
す
る
と
と
が
で
き
-
た
の
で
あ
る
け
。

倫
此
等
の
諸
駈
に
ヲ
い
て
は
後
に
司
mHUM-M可

ω
2
$
0
2
0
5
の
再
設
定
の
慣
行
に
づ
い
て
述
べ
る
際
に
再
び
慣
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

切
。
H
C
1
h
F
ロ
子
出
}
』

a-
司・

ω
C
H
O仲

acu--

E 

一
七
O
O
年
以
後
比
於
け
る

吋

E
E
制
度
の
家
族
相
棒
産
制
に
及
・
ぽ
せ
る
影
響

a 

財
産
移
轄
の
秘
密
と
信
託
制
度
の
臆
用



‘ . 

封
建
制
度
に
基
く
負
捨
を
回
避
す
る
た
め
、
殊
に
土
地
を
秘
結
裡
に
移
柑
押
す
る
必
要
上
、
既
に
十
三
世
紀
の
頃
よ
り
、

c
m
g
の

制
度
が
魔
く
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
直
接
に
は
へ
ン
リ
ー
へ
世
D
対
攻
上
の
窮
乏
を
救
済
す
る
た
め
、
間
接
に
は
取
引
上

一
五
三
五
年
に

ωgzz
え
己
目
。
切
の
設
布
さ
れ
た
事
情
に
就
て
は
、
先
に
一
一
一
一
言

の
不
安
と
司
法
の
混
乱
を
除
去
す
る
た
め
に
]

せ
る
所
で
あ
る
が
、

そ
の
局
的
は
凡
そ
四
つ
あ
る
と
稿
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
な

第
一
に
は
土
地
保
有
に
伴
う
封
建
的
負
捨

(ES

。
誌
の
ロ
Z
え
叫
，
oロ
ロ
可
。
)
よ
り
生
、
下
る
園
一
土
の
牧
入
を
回
復
す
る
た
め
で
あ
り
、
第
こ
に
は
土
地
遺
般
の
権
能
ょ
を
鹿
止
す
る
た
め
で

あ
わ
九
第
三
に
は
土
地
譲
渡
の
公
示
性
の
同
復
で
あ
り
、
第
四
に
は
、

ユ
ー
ス
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
、
普
通
法
上
の
所
有

英国家族相縫産制度の沿革とその枇舎的・経済的背景

樺
と
衡
平
法
上
の
所
有
権
と
の
間
に
分
離
の
生
守
る
と
と
を
防
止
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
越
の
第
一
と
第
二
の
口
的

iま

ユ
ー
ス
誌
の
護
布
に
よ
G

て
有
効
に
達
成
す
る
と
と
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
大
た
る
革
新
で
あ
っ
た
た
め
、
土
地
貴

族
と
法
律
家
の
側
よ
り
の
猛
烈
な
反
抗
を
受
け
、

ヘ
ン
リ
1
八
世
は
封
建
的
負
捨
よ
り
生
・
ヂ
る
牧
益
の
減
少
を
忍
ん
で
も
、
遺
賠
の

権
能
を
一
部
分
譲
和
す
る
と
と
の
有
利
た
る
と
と
を
思
い
一
五
四

O
年
の

ω4日M
H
2
H

件
。
。
内
4

〈ロ
-m

る
。
第
三
の
目
的
ば
、

を
張
布
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ

ュ
l
ス
法
の
必
然
的
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き

ω
Z
Z
Z
え
閉
口
『

o
-
E
O
E叫
に
ょ
う
て
謹

す
る
と
と
を
得
た
。
何
と
た
れ
ば
、
と
の
法
律
は
、
土
地
自
由
保
有
楼
の
一
切
の
有
償
的
責
買
は
、
必
・
?
之
を
登
録
す
べ
き
と
と
を

要
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
登
録
法
も
、
本
項
b
に
於
て
詳
述
す
る
如
く
、

の
費
明
に
よ
O
て
空
文
化
す
る
に
至
。
た
。
第
四
の
目
的
た
る
普
通
法
上
の
所
有
権
と
衡
平

(
件
。
神
宮
。

ず凶吋同州問山口

ωロ
a
m
m
r
u
]向
。
吋
凶
件
。
『
同
居
。
内

日
吉
母
国
内

Z
H
0
4
2仏
ず
は
『

m
g
z
m
m
o

法
上
の
所
有
権
の
分
離
の
防
止
に
タ
い
て
は
、
問
題
は
更
に
複
雑
で
あ
う
た
。
先
づ
と
の
法
律
は
、
ム
が
B
の
-
た
め
に

- 39-

己
目
。
。
片
岡
)
、
め
げ
ω
5
0目
白
河
O
包

O
円
句
。
吋
目
。
ロ
回
目
ハ

ESHE-白
百
込
町
与
。
主
P
小
な
る
物
権
た
る
各
穫
の
土
地
賃
借
様
等
を
ゅ
う
J

を
占
有

ず
る
場
合
と
か
、
受
託
者
が
積
極
的
義
務
を
履
行
す
べ
き
場
合
に
は
遁
用
さ
れ
な
か
づ
た
と
ゅ
う
と
と
に
特
に
注
意
し
た
け
れ
ば
な



設

ら
ぬ
。

論

際
に
、

5
0
を
二
重
に
埴
用
し
て
、

5
0
ロ
℃
。
ロ
ロ
目
。
の
形
を
用
い
る
者
を
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
部
ち
土
地
を

件。
k
r
g
-40-

し
か
し
他
方
に
於
て
、

「ユ

1
ス
法
」
は
ユ

l
ス
を
創
設
す
る
樫
能
を
剥
奪
し
た
わ
け
で
は
・
な
か
っ
た
か
ら
‘
土
地
を
移
植
押
す
る

仲

H
H
O

ロ
由
。
。
同
切

4
6
4斤同
M
O
C
明
。
。
略
。

な
る
形
式
で
譲
渡
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
う
た
。
し
か
し
ユ

1
ス
法
が
強
布
さ
れ
て
か
ら
約

百
年
間
は
、
斯
る
移
韓
方
法
は
無
効
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
普
通
法
裁
判
所
も
衡
平
法
裁
判
所
も
、
と
の
黙
に
つ
い
て
は
同
様

で
あ
う
た
。
そ
の
理
'
同
は
、
第
二
の
ユ
I
ス
は
、
第
一
の
ユ

1
ス
と
矛
盾
す
る
が
故
に
、
そ
の
限
り
に
於
て
無
効
で
あ
る
と
ゅ
う
の

で
あ
る
。
之
は

岡山己
o
Z
叶
司
同
1
H
O
て目

nmuσ

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
と
の
決
定
に
封
ず
る
貰
質
的
友
理
由
は
、
若
し

C
が
衡

平
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
衡
平
法
上
の
権
利
を
取
得
す
る
と
と
を
許
さ
れ
た
と
し
た
・
な
ら
ば
、
園
王
は
一
丹
び
封
建
的
た
収
入
を
踊
取

さ
れ
る
と
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
と
ゅ
う
駄
に
存
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
約
百
年
経
っ
て
事
情
は
一
同
盟
し
た
。
園
王
の
財
政
上
の
基
礎
が
確
立
し
て
、
封
建
的
負
捨
を
必
要
と
せ
ざ
る
に
至
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
郎
ち
一
六
六

O
年
に
於
て
は
、
土
地
保
有
に
伴
う
封
建
的
負
捨
は
鹿
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
拾
に
於
て

g
ロ
目
立
。
ロ
の
ぬ
の
問
。
。
句
。
一
円
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
匂
ロ
吋
師
。
の
問
。
O
H
V
O
円
で
あ
っ
た
の
即
応
5
0
0
ロ。円

州
内
吉
岡

の

は
、
第
二
の
ユ

1
ス
を

2
1戸
出
岬

の
名
の
下
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
於
て
強
制
す
る
と
と
を
認
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
の
。
卸
ち
上
掲
の
移
轄
の
形
式
に
於

て、

B
は
普
通
法
上
の
不
動
産
物
権
を
、

C
は
受
益
者
と
し
て
衡
平
法
上
の
権
利
を
取
得
す
る
に
至
う
た
の
で
あ
る
。

家
族
柏
糖
産
は
、
超
世
代
的
た
財
産
の
保
全
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
設
定
行
震
が
真
に
そ
の
効
果
を
費
揮
す

ト
ラ
ス
ト

る
の
は
、
設
定
者
の
死
後
に
及
ぶ
場
合
も
多
く
、
信
抑
制
し
得
る
受
託
者
に
信
託
の
方
法
に
よ
う
て
財
産
を
委
託
す
る
と
と
は
叩
吉
岡
山
h

qω
丘三
22MMM丹
に
於
け
る
快
〈
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
た
る
に
至
。
た
の
で
あ
る
。



元
来
「
ト
ラ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
占
有
す
る
人
の
義
務
は
、
第
十
五
世
紀
前
の
「
ユ
ー
ス
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
会
く
倫
理
的
危
性

質
の
も
の
に
過
ぎ
た
か
っ
た
。
し
か
し
大
法
官

(
《

U
V
ω
ロロ
σ
ロO
円
)

が
詐
欺
に
よ
づ
て
、
あ
る
財
産
を
横
領
す
る
受
託
者
を
、
林
一
括
鋼

の
罰
の
下
に
、
営
該
財
産
の
所
有
権
を
犠
牲
者
に
再
び
移
縛
す
る
様
に
強
制
す
る
と
と
に
於
て
、
掛
る
義
務
に
法
律
的
制
裁
を
課
す

る
に
至
っ
た
時
に
、
と
の
義
務
は
翼
の
「
法
鏡
」

E
E江
田
〈
山
口
の
ロ

Z
S
=
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

新
の
如
く
に
し
て
「
ト
ラ
ス
ト
」
の
近
代
的
観
念
の
護
建
に
好
都
合
な
雰
囲
気
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
一
七

0
0

年
以
後
は
、
家
族
相
稽
産
の
設
定
に
原
則
と
し
て
「
ト
ラ
ス
ト
」
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

英国家族相総産制度の沿革とその赴曾的・経済的背景

b 

土
地
譲
渡
方
法
の
境
運
殊
に
凶
常
習
吉
山
口
仏

ω包
ゆ
と
の

0
2ロ
吉
伸
件
。

ω
Zロ
a
ω
a
N
o
a

設
で
は
主
と
し
て
土
地
移
轄
の
場
合
に
於
け
る
公
示
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
ょ
う
と
思
う
。

エ
ー
ス
の
方
法
に
よ
っ
て
財
産
を
底
八
刀
す
る
場
合
、

そ
の
機
能
と
し
て
公
示
を
必
要
と
し
た
い
と
ゅ
う
と
と
は
、

家
族
の
矯
め

に
、
彼
等
の
財
産
上
の
庭
置
の
秘
密
を
守
ら
ん
と
す
る
家
族
構
成
員
の
希
望
に
遁
躍
し
た
と
し
て
も
、
不
動
産
取
引
に
於
て
危
険
た

る
不
安
定
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
P

一
四
八
一
二
年
の
法
律

Q
・何回。
F
H
H
H・。・

C
は
、
と
の
不
安
定
た
欺
態
に
救
済
を
興
え
ん
と

と
を
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
成
功
し
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

-
五
三
五
年
「
ュ

l
ス
法
」
も
、
土
地
譲
渡
の
公
示
性
の
同
復
を
そ
の
一
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

ユ
ー
ス
法
と
不
可
分

の
一
健
を
成
す

ω
g
z
z
o同
開
号
。
-
2
3
Z
に
よ
う
て
、
之
を
現
貰
に
達
成
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
と
の
法
律
は
土
地
に
於

け
る
自
由
保
有
物
楼
の
一
切
の
有
償
譲
渡
(
宮
諸
白
山
口
由
自
己
-
S
H
g
)
は
登
録
せ
ら
る
べ
き
と
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
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そ
の
費
買
行
鵠
が
あ
っ
て
か
ら
六
箇
月
内
に
之
を
登
録
す
る
と
と
に
よ
っ
て
有
効
友
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
十
六

世
紀
に
於
て
わ
O
〈
o
p
m
w
E
Z
ω
Zロ仏

ωENoa
な
る
土
地
譲
渡
方
法
が
慣
行
せ
ら
れ
る
に
至
う
た
の
で
あ
る
が
、
登
録
法
は
之
を



、
¥ 

. 

設

碕
胤
相
心
し
て
い
た
か
っ
-
た
の
で
る
る
。

、

以
後
の
叙
越
を
明
瞭
友
ら
し
む
る
た
め
に
切
母
音
吉
凶
ロ
己

ω色
。
と
と
の
円
。
〈

gm百円
z
g引ロ色
ω旦
Noa
の
本
質
的
差

- 42ー

論

異
を
明
か
に
し
て
置
と
う
と
思
う
。

英
閣
の
古
代
の
4
4
H

通
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
土
地
を
移
轄
す
る
場
合
に
は
、
雨
宮
事
者
が
目
的
地
に
臨
ん
で
、
そ
の
土
地
の
土

シ
1
4《
J

塊
を
引
渡
す
と
か
、
そ
の
土
地
に
生
え
て
い
る
樹
の
校
を
交
付
す
る
と
ゅ
う
様
友
一
定
の
象
徴
的
行
備
を
岱
し
て
占
有
を
移
轄
す
る

。ωdqo
円。

と
と
を
必
要
と
し
た
。

ω色
白
吉
は
、
グ
ル
マ
ン
法
上
の

と
同
じ
く
土
地
に
釘
す
る
皐
た
る
占
有
権
で
は
た
く
、
更
に

賢
官
的
危
土
地
支
問
機
を
具
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
土
地
の
移
轄
に
は
、
ロ

gミ
。
片
目
。
窓
口
(
占
有
移
轄
)
を
必
要
と

し
、
四
単
な
る
費
買
代
金
の
授
受
を
以
て
し
て
は
、
4
叫

H

遇
法
上
そ
の
譲
渡
は
有
効
な
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

σ包
括
旦
ロ
(
買
買
合
意
)
と

g
H
O
(
代
金
支
梯
)
と
を
完
了
す
る
だ

然
る
に
、
衡
平
法
裁
判
所
は
、
譲
受
人
の
救
済
の
た
め
に

け
で
、
譲
受
人
の
た
め
に
、

5
0
の
殻
生
を
認
め
る
に
至
。
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に

σ常
ぬ
mH山
口
州
百
円
凶
器
目
。
は
、
現
質
の
支
携
を
伴
う
買
買
の
合
意

(ω
ロ

白
ぬ

2
0
E
Oロ
仲

吉

田

向

日

0
2
8
5
宮
E
o
a

ぴ
吋

R
Z
m
H
H
H】

aso己
)
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
約
因

(gロ
m
E
2与
党
MHC
は
、
間
平
に
名
義
上
の
債
値
を
有
す
る
だ
け

で
足
り
た
の
で
あ
る
の
。

然
る
に
前
速
の
如
く
、

一
五
三
六
年
の

ω
g宮
古
え
白
目

g
の
結
果
、

ユ
ー
ス
を
有
す
る
譲
受
人
が
直
ち
に
所
有
権
を
取
得
す

る
結
果
を
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
と
の
簡
易
な
移
縛
方
法
は
、
正
式
の
土
地
買
買
と
全
く
同
様
の
効
果
を
有
す
る
に
至
り
、
土
地

を
秘
痛
に
且
づ
簡
易
に
譲
渡
せ
ん
と
す
る
者
は
、
，
大
い
に
と
の
方
法
を
利
用
す
る
に
至
づ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
ユ

1
ス
法
」
と

同
時
に
護
布
さ
れ
た
「
登
録
法
」
が
自
由
保
有
物
穫
に
閲
す
る
∞
時
官
官
向
自
己
皆
目
。
は
必
や
捺
印
詮
書

300ε
を
以
て
し
、



且
つ
契
約
後
六
ヶ
月
内
に
登
録
し
な
け
れ
ぽ
無
効
な
る
旨
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
土
地
所
有
者
等
の
好
ま
ざ
る
所
と
な
っ
た

の
で
あ
り
、

F
O門
戸
前

O

P

D
白
刃
包

0
2
0
と
稿
す
る
股
法
方
法
を
議
・
?
る
に
至
。
た
の
で
あ
る
。

英国家族相縫産量制度の沿革とその祉曾的・終済的背景

そ
の
方
法
は
先
づ
∞
号
ぬ
包
ロ
ロ
コ
仏

ωHHZ
の
方
法
に
臆
ヲ
て
、
捺
印
謹
書
に
よ
O
て
、
買
主
に
一
年
間
の
賃
借
権

20go)
を

シ・
'
4
A
b

設
定
し
、

ω
5
2
3
0町

C
括
的
の
規
定
が
斯
の
如
き
場
合
に
は
、
何
等
の
方
式
を
履
ま
な
い
で
、
買
主
に
劃
し
て
土
地
の
占
有
を

奥
え
る
と
と
を
利
用
し
て
買
主
に
克
づ
占
有
を
得
せ
し
め
て
置
き
更
に
通
常
日
附
を
一
日
後
に
し
て
戸

g
g
と
同
時
に
作
成
せ
ら

リ
ヴ
ア

1
ジ
ヨ
シ

れ
る
列
。
戸
ο回
目
。
と
稿
せ
ら
れ
る
捺
印
誰
書
を
以
て
買
主
の
た
め
に
、
責
主
の
有
す
る
復
蹄
穫
を
描
来
す
る
と
と
に
よ
づ
て
、
関
口
々
司

又

は

ロ
4
0
ミ

え

ω忠
即
日
ロ
と
稿
す
る
象
徴
的
要
式
行
拐
を
居
践
せ
・
ヂ
し
て
、
叉
登
録
を
必
要
と
す
る
と
と
泣
く
、
買
主
に
現
有

の
ヨ
沼
田
山
ヨ
℃
目
。
を
移
縛
す
る
賓
効
を
牧
め
た
の
で
あ
る
。

之
を
円
、
。
向
。
omwロ
仏
列
O
H
O
回
目
。
一
と
ゅ
う
。
と
の
方
法
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

ω
?
旬
。
官
回
目
、
。
。
Fumo
の
メ
ム
パ
ー
で
あ

り
、
営
時
の
有
名
な
法
律
家
に
し
て
議
舎
人
た
り
し
自
門
司
門
担
口
三
国
云
。
。
円

(Hug-ENど
に
よ
O
て
護
明
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と

ゅ
う
せ
然
る
に
第
十
六
世
紀
に
至
り
、
や
は
り

ω
g
z
z
え
巴
吉
田
の
規
定
を
利
用
す
る
土
門
リ
。
4
0
ロ
m
w
E
Z
ω
Zロ仏
ωaNoqh
と
稿

ず
る
簡
易
な
土
地
移
轄
の
方
法
が
慣
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
上
越
の
如
く
、

H
W
M

凶
「
ぬ
白
山
口
山
口
弘

ωω
】ぬ

は
、
有
償
行
儒
で
あ
ヲ

た
が
、
之
は
無
償
行
錯
で
あ
り
、
血
族
関
係
又
は
婚
姻
を
約
因
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の
で
あ
づ
た
。
郎
ち
近
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土

?
フ
ヱ
グ
シ
曹
レ

地
を
移
持
せ
ん
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者
が
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愛
情
を
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因
と
し
て
、
そ
の
近
親
の

go
の
た
め
に
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目
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に
関
す
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不
動
産
物
擦
を
保
有

す
る
旨
の
詮
書
を
作
成
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、
「
ュ

l
ス
法
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を
利
用
し
て
、
占
有
移
梓
の
方
式
を
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ま
な
い
で
、
そ
の
近
親
に
礎
科
を
移
轄
す
る
効

果
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琵
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せ
し
め
た
の
で
あ
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た
。
卸
ち
と
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
有
償
行
震
で
は
た
い
か
ら
、
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mqぬ
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仏

ω白
目
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と
ほ
ぼ
同
様
な
効
果
を
も
っ
土
地
移
縛
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
方

法
は
土
地
移
轄
の
秘
密
を
保
持
す
る
と
と
は
で
き
た
が
、

婚
姻
又
は
血
挨
閲
係
あ
る
賞
事
者
聞
に
が
、
て
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
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で
、
そ
の
他
の
人
々
に
封
し
て
利
用
し
特
な
い
不
便
が
あ
っ
た
の
で
、
十
七
世
紀
中
に
は
、
と
の
方
法
も
先
に
説
明
し
た
様
に
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主
主
項
目
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Z
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g目
。
の
方
法
に
席
を
譲
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
と
の
方
法
は
一
六
一
二
年
は
於
け
る
伊
三
項
目
。
げ
〈
・
富
山
押
さ
口
、

一
六
二
九
年
に
於
け
る
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O
F
g
H
M
〈

-
Z
2
ユ
g
の

事
件
に
於
て
、
そ
の
有
効
た
る
と
と
を
認
め
ら
れ
る
に
至
ヲ
た
。
そ
の
後
と
の
方
法
は
念
謹
に
土
地
移
轄
の
普
通
の
形
式
と
た
る
に

至
っ
た
の
。
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